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要  旨 

 

 

日本のインフラ輸出に対する支援として，日本の基準・制度等のソフトインフラをアジア諸国等の開発途上

国に移築することは有効な方策である．2011年以降，国土交通省港湾局と国土技術政策総合研究所では，日本

の港湾基準をベトナムの諸事情に適合するように両国で共同編集し，ベトナムの国家港湾基準を策定する活動

を継続している．現在，設計及び施工分野の基準の一部は既に正式発効されており，維持管理基準は国家基準

に向けてのベトナム国内での最終審査段階である． 

本検討では，ベトナムにおける維持管理に係る法体系や点検実務の実態を整理した上で，日本の維持管理基

準をベースとして策定したベトナムの維持管理基準案の概要を示すとともに，その策定過程と策定にあたって

重要であった内容を整理した．また，ベトナム維持管理基準の策定過程で得られた知見を，日本の維持管理基

準を他の開発途上国に展開する際に参考にできる留意点としてとりまとめた．さらに，維持管理基準の他にも，

これまでの取り組み全体について，その概略を時系列で紹介するとともに，今後の予定・展望として，新基準

の運用段階，改訂段階の状況について整理してまとめ，今後の取り組みの参考とするための情報として記録し

た． 
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Synopsis 

 

As support for infrastructure export, an effective method is to export Japanese technical standards and the system 

to developing countries. Since 2011, the Ports and Harbour Bureau (Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and 

Tourism), the National Institute for Land and Infrastructure Management (NILIM) and Vietnam have edited jointly 

the technical standards to fit Vietnam circumstances. Now several of the standards already issued, and the others 

such as maintenance standards are at the stage of the f inal review in Vietnam.  

This paper presents the outline of the maintenance standards in Vietnam established based on Japanese Standards 

with consideration of the legal system and actual condition of maintenance practice in Vietnam.  Finally, the finding 

obtained from the process of establishing Vietnam’s maintenance standards is summarized, which is a reference for 

applying Japanese standards to other developing countries. In addition, editing process and future planning in the 

application phase, and the revision phase of the standards are described to record valuable information.  
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1. はじめに 

 

1.1 本研究の背景・目的 

日本のインフラ輸出に対する支援として，日本の基準・

制度等のソフトインフラをアジア諸国等の開発途上国に

移築することは有効な方策であると考えられる． 

著者らは，開発途上国等において自国の港湾設計基準

を準備する意向があり，かつ日本の港湾設計基準を受け

入れやすい環境の国に対して，日本の港湾設計基準をベ

ースとしつつも当該国の各種の制約条件の分析を踏まえ，

対象国の置かれた状況に応じて日本の港湾設計基準をき

め細かくカスタムメイドして，当該国に適用できる手法

を確立することを目的とした取り組みを行ってきた（こ

れまでの取り組みのイメージを図-1.1 に示す）．その中

心的な取り組みとして，ベトナムの国家港湾基準（以下，

国家基準と称す）を日越両国で共同策定する活動を 2011

年頃から行っている．開始当初からのベトナムにおける

国家基準策定の全体フローと既往の国総研資料でのとり

まとめ結果を図-1.2 に示す．図に示した通り，最初に，

基礎調査として日本の港湾の技術基準類の特徴を整理す

るとともに，ベトナムを事例として，ベトナムの技術基

準の情報収集を行い，これを国総研資料 3)としてまとめ

た．続いて，基準策定の前段階として，ベトナムの技術

基準体系と港湾構造物の特徴等を調査・整理し国総研資

料（その２）4)としてとりまとめた．その後，これらの成

果を基に実際にベトナムにおいて，設計，施工に関する

一部基準案の策定を行った．設計，施工の一部基準案の

策定をおこなった時点（基準発行前の時点）までの取り

組み内容と得られた知見を整理し，国総研資料（その 3）

1)において整理した．なお，国総研資料（その 3）1)では，

単に取り組みの結果をまとめるだけではなく，ベトナム

以外の発展途上国等を対象としたケースでも適用できる

カスタムメイドの一般的手法の構築のための留意点につ

いても取りまとめた．また，これまでの取り組み成果や

カスタムメイド手法については，国総研資料の他にも，

論文として中野ら 5),6)によってまとめられている． 

国総研資料（その 3）1)がまとめられた後，図-1.3 に示

すとおり，設計・施工分野の国家基準の一部は既に正式

発行された（本原稿の執筆時点）．また，その後，新た

な分野として維持管理基準の策定に着手した．維持管理

基準は，港湾施設の供用期間中における維持管理に係る

全ての作業（日常点検，定期点検，補修工事等）を規定

するものであり，日本と相手国との基準や技術を軸とし

た中長期的な協力関係の基盤となり得る重要な基準であ

る．維持管理基準については，設計・施工基準との整合

性の観点から，設計基準，施工基準がある程度完成した

後に策定を開始するのが望ましいと考えられた．そのた

め，主要な設計基準，施工基準がまとまった後，2018 年

度から維持管理基準の策定を本格的に開始し，2 年程度

かけて編集を行い，本原稿の執筆時点で，国家基準とし

てベトナム国内における最終審査の段階に至っている． 

本検討（その 4）では，ベトナムにおける維持管理に係

る法体系や点検実務の実態を整理した上で，日本の維持

 
 

図-1.2 ベトナムにおける取り組みの全体フロー 
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図-1.3 ベトナム国の技術基準策定の進捗状況 
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図-1.1 日本基準をベースとした発展途上国等への 

カスタムメイドのイメージ 1),2) 
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管理基準をベースとして策定したベトナムの維持管理基

準案の概要を示すとともに，その策定過程と策定におい

て重要であった内容を整理する．そして，ベトナムでの

事例で得られた知見を，港湾の施設の技術上の基準・同

解説 7)（以下，技術基準・同解説と称す），港湾の施設の

維持管理技術マニュアル 8)（以下，維持管理マニュアル

と称す）および港湾の施設の点検診断ガイドライン 9)，

港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン 10)などに代

表される日本の維持管理基準やその手法を他の開発途上

国に展開するためカスタムメイドを行う際に参考にでき

る留意点（カスタムメイドの方法）としてとりまとめる．   

さらに，維持管理基準の他にも，その概略を時系列で紹

介するとともに，新基準の運用段階，改訂段階について

は今後の展望を整理してまとめ，今後取り組みの参考と

するための情報として記録した． 

なお，本稿は，第 45 回 海洋開発シンポジウム講演集

に掲載されている，本稿の著者らによって執筆された，

日本の港湾維持管理基準のベトナムへの展開と得られた

知見をまとめた論文 11)の内容に基づき，一部内容を追加

してまとめたものである． 

 

1.2 本資料の全体構成 

本稿の構成は以下のとおりである． 

第 2 章では，ベトナムでの，維持管理基準以外も含め

たこれまでの基準策定の取り組みの全体の経緯や成果に

ついて重要な点を紹介する．第 3 章では，ベトナムにお

ける維持管理に関する既存の法令及び基準について，本

研究で収集・整理した結果について紹介する．また，省

内基準 04：2014/CHHVN（港湾の施設に関する技術基準）

12)に基づいて実施されている，ベトナムの維持管理の現

状についても記載する．第 4 章では，ベトナム港湾維持

管理基準案の策定の過程や成果について，その重要な点

について紹介する．また，策定した基準案についても，

その概要を紹介する．第 5 章では，ベトナム以外の開発

途上国へ展開する際に参考とすることを目的として，ベ

トナムでの取り組みで得られた知見を，①技術的な面の

知見・成果，②その他の知見・成果に分けて紹介する．

最後に，第 6 章では，本資料の総括や今後の展望につい

て記述する． 

 

 

 

 

 

 

2. ベトナムでのこれまでの取り組みとその成果 

 

2.1 本章の概要と関連する付録について 

 本章では，2014 年頃からベトナムで実施してきた国家

港湾技術基準策定の経緯や行ってきた取り組みの概要，

検討体制，その成果について記載する．特にその中でも

国総研資料（その 3）1)以降の取り組みについては，既存

資料でとりまとめられていないことから，この期間の取

り組みを中心に紹介する．  

本章で紹介する基準策定の取り組みは，主に日越共同

で開催する技術ワークショップを通して行われてきた．

国総研資料（その 3）1)以降に開催された技術ワークショ

ップの開催概要については，付録 A に，その参加者や主

要な議題についてまとめている．既に発行済みの基準，

及び審査中の基準案の目次については，その英語訳と日

本語訳について付録 B に掲載している．技術ワークショ

ップでまとめられた，これまでの日越の両研究所間での

共同研究の報告書については付録 C に示す．設計基準の

うち，材料編，基礎編，地盤改良編の概要については，

それぞれ付録 D，付録 E，付録 F においてまとめている． 

 

2.2 これまでの経緯と今後の予定・展望 

(1)検討体制 

ベトナムにおける共同検討の実施体制を図-2.1 に示す．

この共同検討の実施根拠は，国土交通省とベトナム交通

運輸省との間で取り交わされた協力覚書にある（2014 年

3 月署名，2017 年 6 月更新）．同覚書では，日本の港湾

基準をベースとして，ベトナムの港湾施設の国家技術基

準（設計，施工，維持）を日越共同で策定する旨が記載

されている． 

体制としては，図-2.1 に示したとおり，基準を所管す

る局（国土交通省港湾局，ベトナムの交通運輸省科学技

術局）同士が全体目標の設定と進捗を把握し，研究所（国

土技術政策総合研究所，ベトナムの交通科学技術研究所

 
図-2.1 ベトナム国の技術基準の共同策定体制 

港空研、大学
関係機関
企業、など

国土交通省 港湾局

交通運輸省 科学技術
局

国土技術
政策総合
研究所

交通科学
技術研究
所（ITST)

ベトナム側

日本側

関係機関
大学、学会
企業、など

港湾施設の国家技術基準策定における協力に係る覚書
（2014年3月）（2017年6月更新、2020年に再更新予定）

体制

覚書
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（ITST））同士が具体的な内容を作成し基準案としてま

とめるという二段階の協力体制で進めている． 

 

(2)既往の検討成果 

既に図-1.3 に示したとおり，本原稿の執筆時点で，6 つ

の基準（設計基準のうち総則編，荷重と作用編，材料編，

基礎編，地盤改良編，及び施工基準）が国家港湾技術基

準（TCVN）（以下，TCVN と称す）として発行されてお

り，1 つの基準（設計基準のうち防波堤編）が省内基準

（TCCS）（以下，TCCS と称す）として発行されている．

また，2 つの基準（設計基準のうち係留施設編，及び維持

管理基準）がベトナム国内の最終審査段階に至っている． 

 

(3)年度ごとの検討状況 

これまでの年度ごとの作業内容について説明する．

2014 年度から 2015 年度にかけては設計基準のうち総則

編，荷重と作用編，防波堤編，及び施工基準について中

心に策定を行った．2016年度から 2017年度にかけては，

設計基準のうち材料編，基礎編，地盤改良編，係留施設

編について本格的に策定を行うとともに，並行して，既

に策定した設計基準のうちの総則編，荷重と作用編，防

波堤編，及び施工基準についてもベトナムでの国内審査

の支援を行った．2018 年度から 2019 年度にかけては，

設計基準のうち係留施設編，及び維持管理基準の策定を

行った．なお，係留施設編については，この間，日本に

おいて技術基準・同解説 7)が改訂されたことで，改訂内

容の反映を巡りベトナム側との調整が必要となったため，

2018 年度以降も主要な編集作業を継続した．なお，設計

基準のうち材料編，基礎編，地盤改良編については，こ

の間に並行してベトナム国内の審査の支援を行った．こ

のように，これまでは，1 つの基準案を編集するのに 2~3

年程度要しており，その後さらに 1~2 年程度かけてベト

ナムの国内審査を支援し発行に至るという工程で進んで

きた． 

一方で，維持管理については比較的短い期間での策定・

審査となり．2018 年度から策定に着手したが，本原稿の

執筆時点で既に国内の最終審査段階に至っており，2020

年中に発行見込みである． 

 

(4)今後の予定 

ベトナムにおける基準策定の取り組みの全体フローを，

図-2.2 に示す．図に示す通り，取り組みは大きく分けて，

6 つの段階で構成される．本原稿の執筆時点で，設計基準

のうち総則編，荷重と作用編，材料編，基礎編，地盤改

良編，防波堤編，及び施工基準については，フロー中で

の「⑤相手国における国家基準の運用段階」の初期の段

階まで至っている．  

フロー（図-2.2）中に記載している策定の各段階につい

て説明する．本資料では，フローに示す段階のうち，「⑤

相手国における国家基準の運用段階」，「⑥両国におけ

る連携した基準改訂の段階」について説明する．「⑤相

手国における国家基準の運用段階」については，新たに

得られた知見，及び今後の見通しに基づき記載する．「⑥

両国における連携した基準改訂の段階」については，現

時点でまだその時期に至っていないため，今後の見通し

として記載する． 

なお，「①調査段階」，「②共同検討の実施体制の確

立」，「③両国研究機関による共同研究の実施段階」，

「④相手国における国家基準化への移行段階」について

は，国総研資料（その 3）1)を参照いただきたい． 

 

 
図-2.2 ベトナムにおける取り組みの全体フロー図 

①調査段階
・相手国ニーズ等の各種情報の収集・分析
・カウンターパートの選定および関係構築
・日本の基準類等の理解促進のための活動
・相手国の技術者等との関係構築 など

②共同検討の実施体制の確立
・共同検討の実施体制の確立（政府間の覚書等）
・大方針の確定（国家基準化、対象分野等）
・予算・体制等の確保，など

③両国研究機関による共同研究の実施段階
・全体実施計画の策定
・目標や優先度の明確化
(例:日本基準をベースとした国家基準原案の策定)
・共同研究の方法の確定
・編集基本方針、目次構成の確定
・個別事項のカスタムメイド
・現地港湾での新基準の内容の実地試験
・日本に招聘しての技術指導
・研究成果（国家基準原案）の取りまとめ，など

④相手国における国家基準化への移行段階
・基準化のための相手国内の審査の技術的支援
・基準の説明資料の整備（事例集等），など

⑥両国における連携した基準改訂の段階
・両国での基準の運用や技術の進展状況の相互交換
・両国で連携した基準改訂、結果の共有
・新工法や新材料、新たに生じた課題、ニーズについ
ての情報収集・整理，など

⑤相手国における国家基準の運用段階
・新基準の運用実績の把握
・新基準に関する質問等への対応
・基準の説明資料の継続した整備（事例集等）
・基準運用のための研修、セミナーの実施，など
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a）相手国における国家基準の運用段階（段階⑤） 

本原稿の執筆時点で「相手国における国家基準の運用

段階」に至っているものの，まだ基準発行後間もないこ

とから，本原稿の執筆時点での知見と，今後の見通しを

合わせて記載する． 

国家基準の発行後は，新基準の運用実績の把握を継続

して実施している．2020 年 1 月の技術ワークショップに

おいて ITST より報告を受けたが，その時点ではまだ数件

の運用実績の報告にとどまっていた．  

また，適正な運用を促進するためには事例集を作成す

ることが有効である．設計基準のうち係留施設編，地盤

改良編については，設計事例を作成した．基準発行後は

設計事例を活用して，普及をはかることが望ましい． 

また，日本基準と，ベトナム基準が一部において基に

している英国の基準である British Standards との比較設

計を行い，その結果の一部について，ベトナム側に情報

提供を行った．このように，複数基準を基に一つの基準

を策定した場合では，それらの比較設計を実施すること

は，運用段階での理解促進に繋がる． 

 さらに，国家基準の運用段階では，研修の実施も重要

になる．研修は，双方の国の有識者により，基準の利用

者を対象として実施するのが望ましい．研修などを通し

て，基準の利用者と意見交換を行うことは，新たなニー

ズの発見にも繋がる． 

 

b）両国における連携した基準改訂の段階（段階⑥） 

両国における連携した基準改訂の段階については，現

時点で未到達のため，今後の見通しとして記載する． 

ベトナム基準改訂の際には，再び両国が協力して，基

準策定時と同様な体制で改訂を実施することが望ましい．

その際は，両国で新たに得られた知見やベトナムの新基

準の運用段階での課題について，ベトナムにとって必要

性が高いものについては，ベトナム基準に反映すること

が重要である．ベトナムの新基準の運用段階での課題に

ついては，情報が断絶してしまわないようベトナム側で

継続的に記録し，定期的に日本側に情報が共有されるこ

とが望ましい． 

基準改訂を協力して実施することは，両国の長い協力

関係の構築に繋がる．長い期間での協力により，深くベ

トナムの技術行政に介入できるため，日本の基準はベト

ナムにおいてデファクトスタンダードとしての地位を獲

得することに繋がると考えられる．このことは，本邦企

業のベトナムでの活動を支援することに繋がる． 

 

 

3. ベトナムにおける維持管理に関する法体系及び 
実務の現状 

 

3.1 本章の概要 

本章では，3.2 でベトナムにおける港湾施設の維持管理

を規定している法令について，調査した結果を紹介する．

また，それらの法令の下で，詳細や手法を定めている基

準である TCCS04：2014/CHHVN（港湾施設の維持管理に

関する技術基準）12)については，3.3 でその概要を紹介す

る．さらに，それらの法令や基準に基づいて実施されて

いるベトナムの維持管理の現状について事例を交えなが

ら 3.4 にて説明する． 

 

3.2 ベトナムにおける港湾施設の維持管理に関連する法 

  令 

ベトナムでは，建設分野に限らず様々な分野において，

法律，政令，通達等で遵守しなければならない基本的な

事項が規定されている．この点は，港湾施設の維持管理

についても同様である．本研究では，港湾施設の維持管

理に関連するベトナム国内の法令，基準とその概要につ

いて情報収集を行った．その結果，港湾施設の維持管理

に強く関連すると考えられた法令，基準の一覧を表-3.1 

に示す．また，それらの関連法令，基準について，港湾

の維持管理に関連する箇所について重要な点を日本語訳

したものを付録 G にて示している． 

ベトナムにおける港湾施設の維持管理を最も上流で規

定している法令は，法律 No.50（建設法）である．この法

律は，インフラ施設全体について，設計，施工，維持管

理など全体のプロセスを規定しているものであるが，そ

の一部の条項が維持管理に関する事項を規定している．

具体的には，設計段階において，施設の供用年数，維持

管理方法を定めなければならないこと，施設の供用開始

時に維持管理計画を作成し承認を受けなければならない

こと，供用期間を過ぎた施設の使用は中止すること等が

規定されている．   

法律 No.50（建設法）の下で，その規定をより具体化す

る目的で政令 No.46（建設施設の品質管理と維持管理）が

発行されている．政令 No.46（建設施設の品質管理と維持

管理）は，法律 No.50（建設法）同様，インフラ施設全体

に共通したものである．政令 No.46 での具体的な規定と

しては，劣化予測を行い残寿命の算定を行うこと，年間

単位の維持管理計画を定めること，維持管理費用を算出

しなければならないことなどがある．なお，この政令で

は， モニタリング（Monitoring）と点検（Inspection）を

分けて定義（表-3.2）をしており，今回実施した維持管理
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基準の策定にあたっても，このモニタリングと点検の規

定について正しく理解し，日本の維持管理の体系の中に

取り込む作業と議論に多くの時間を要した． 

港湾施設に特化して政令 No.46（建設施設の品質管理

と維持管理）の詳細内容を規定しているものとして，交

通運輸省が通達 No.52（港湾施設の維持管理に関する規

定）を発行している．本通達は，港湾施設の維持管理の

責任体制，港湾施設の維持のための書類について記載し

ているとともに，運用時の港湾施設のモニタリングにつ

いてその概念が示されている． 

政令 No.58 （海洋活動の管理に関するベトナム海洋規

則の条項の詳細な規定）についても紹介する．この政令

は，これまで紹介してきたような建設法の下でのインフ

ラ施設の維持管理に関する法令体系とは別に定められた

規定である．この政令は，水域部分に関する規定であり，

岸壁や桟橋前面の水深調査，航路の浚渫や維持管理，航

路標識の管理などが規定されている． 

また，これらの法令の下で，詳細を定める「基準」が

ある． これは日本の体系と似た構造といえる．また，ベ

トナムの「基準」 には，強制力の強い順に国家技術規則

（QCVN），国家技術基準（TCVN），省内基準（TCCS）

などがある 2)．今回の維持管理基準の共同策定は，TCVN

を対象とした．TCVN は，ベトナム全土で適用可能な基

準で，港湾施設の設計，施工，維持管理では最優先され

るべき基準であり，実質的には強制力が強い．そのため，

政府系のプロジェクトでは原則 TCVN が適用される．一

方，TCCS は最下層の基準であり，発行した組織内におい

てのみ適用される．今回策定する TCVN は，ベトナム国

内で交通運輸省，科学技術省の 2 段階の審査・承認を経

て発行される． 

 

3.3 TCCS04：2014/CHHVN（港湾施設の維持管理に関 

する技術基準）について 

法令 No.50（建設法）の下で，港湾施設の維持管理に

関する詳細な事項を規定する基準として，TCCS04：

2014/CHHVN（港湾施設の維持管理に関する技術基準）

が，交通運輸省から発行されている．TCCS04 は，

VINAMARINE によって策定されたものである．

VINAMARINE は，交通運輸省の所管組織であり，港湾

施設，および海上交通の管理運用面を所掌している．な

お，VINAMARINE は，本取り組みのカウンターパート

である交通技術研究所（ITST）とは別の組織である．

TCCS04 は，The Guidelines on Strategic Maintenance for 

Port Structures（2011 年）13)（以下，ASEAN Guidelines

と称す）を参照し，VINAMARINE が独自に策定した基

準である． 

ASEAN Guidelines とは，ASEAN 諸国の現状・事情を

踏まえて，各国の港湾構造物を戦略的に維持管理してい

く上での指針とすることを目的に，日本が主導して

ASEAN8 か国と共同策定したものである．ASEAN 

表-3.1 港湾施設の維持管理に関するベトナムの関連法令，基準 

 

区分 適用範囲 法令・基準名 港湾施設の維持管理に関係する主な規定内容

法律
インフラ

全体
No.50:建設法（2014年）

維持管理に関し,下記を実施する事を求めている．
① 設計段階で，施設の供用年数，運用方法，維持管理方法を定めること
② 施設の完成図書を，施設の供用期間中保持すること
③ 施設の運用開始に先立ち，維持管理計画を作成し，承認を受けること
④ 基本的には，設計供用期間を過ぎた施設の使用は中止すること

政令
インフラ

全体
No.46:建設施設の品質管理と維持管理
     （2015年）

「建設法」での維持管理に関する規定を，より具体化した内容を規定している．
① 維持管理計画，維持管理手順を作成し，承認されること
② 維持管理手順には，劣化予測と，施設の残供用期間の算定を含むこと
③ 施設の年間維持管理計画を立てること
④ 維持管理書類を提出し，保管すること
⑤ 維持管理費の算定をすること

通達 港湾
No.52：港湾施設の維持管理に関する規定
     （2017年）

上記の法律及び政令に沿って制定されたものであり，法律及び政令で規定された内容
について，実施する場合の遵守事項を細かく規定している．

政令 海上交通
No.58:海洋活動の管理に関するベトナム
      海洋規則の条項の詳細な規定
　　　（2017年）

海上交通に関して規定したものであり，維持管理についても一部記述がある．桟橋、
埠頭前面の水域を管理する組織に対して，下記を実施することを求めている．
① 岸壁・桟橋前の水域及び専用水域につき，水深調査を定期的に行なうこと
② 航路の深さを確保するため，設計基準に従って，航路の浚渫及び維持管理を実施
   すること
③ 航路標識を定期的に維持し，不具合がある場合には，タイムリーに
   航路標識器具を修理すること

TCCS 港湾
No.04:港湾施設の維持管理に関する技術基準
      (2014年)

法律No.50の下で、港湾施設の維持管理に関する詳細な事項を規定している。交通運輸
省の省内基準であり、交通運輸省が管轄しているプロジェクトに適用されている。政
令No.46、政令No.58、通達No.52より以前から存在している。

表-3.2 ベトナム独自の概念の説明 

 

モニタリング

(Monitoring)

時間経過に伴う建物の形状，変形，移動，その他の技術的

変数の変化を監視，測定，記録すること．

点検

(Inspection)

施設の部材，部位，または建設物の品質または損傷の 原

因，価値，有効期限，その他の技術的変数を，監視

(Monitoring) と実験を通して，さらに，計算と分析も組み

合わせて検査，評価すること．



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 
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Guidelines は，ASEAN 諸国に LCM（ライフサイクルマネ

ジメント）の概念に基づいた維持管理の重要性を示すた

め，その基本的考え方を概説している（Part1 Common 

Part）．また，Part2 National Part においては，各国の事例

（日本の事例としては桟橋を紹介）を通して具体的な技

術が示されているが，日本の技術が網羅的に紹介されて

いるわけではない．  

TCCS04 は，ASEAN Guidelines 等の日本の基準図書を

参照して策定されているため，日本の維持管理に関する

基本的枠組みが広く採用されている．特に注目すべきは，

ベトナム側が自発的に日本の LCM の概念を導入し，維

持管理基準を整備していたことである．その他にも，目

視による劣化度（a,b,c,d）を用いた点検診断，維持管理レ

ベルなど日本の維持管理の概念が広く導入されている．  

その一方で，TCCS04 では，点検診断の項目や判定基準

など維持管理技術の各論については，ベトナムでは経験

が少ないため，独自の基準を示すには至っていなかった． 

 

3.4 ベトナムにおける維持管理実務の現状と課題 

(1) TCCS04 に基づいたベトナムの維持管理実務の現 

状と課題 

ベトナムにおける港湾施設の維持管理の主体は，施設

の管理者である．施設の管理者は，各種計画書，点検記

録を作成し，保存する義務がある．また，適切な管理が

なされていないと判断された場合には，施設の供用を許

可されない場合もある．点検診断は，施設の管理者が資

格を有する専門のコンサルタントに発注し，行うことに

なっている．コンサルタントの資格制度については，主

に建設プロジェクト管理に関する政令 No. 59/2015 / ND-

CP で規定されており，コンサルタントが有する資格（ク

ラスⅠ～Ⅲ）に応じて，業務を請け負うことができる施設

のランクが決まっている．例えば，重要な施設の維持管

理業務を行うには，クラスⅠの資格が必要である． 

点検診断を請け負うコンサルタントは，点検診断結果

に基づき，施設の安全性等を確認し，補修等が必要であ

ればその計画まで立案する．コンサルタントが，点検診

断や補修計画を策定する際には，前述した TCCS04 を利

用する． 

しかし，TCCS04 には，点検診断の項目や判定基準など

維持管理技術の各論までは記載されていない．そのため，

TCCS04 の下では，請け負うコンサルタントは各々の方

法で点検診断を実施することになり，施設の劣化状況の

経時変化の把握や施設間での劣化状況の比較ができない

など問題が多く，実行性という観点では課題があった．

そのため今回，実務で利用できる詳細内容を全面的に盛

り込みつつ，一つ格上の基準である TCVN を策定するこ

ととなった． 

 

(2) ITST が作成した維持管理計画書の事例 

 ベトナムにおいて，維持管理基準を策定にするにあた

り，現地の実際の維持管理実務の実施状況や実施技術な

どを把握するため，ITST が実際に作成した維持管理計画

書について確認を行った．対象施設は，いくつもの直杭

式の桟橋やドルフィンが渡橋で連結されたような施設で

あった．そのうち，40,000 DWT 用のバースは，30m×20

程度の荷役用の桟橋本体，15m×10m 程度の大きさをもつ

接岸用のドルフィン，10m×10m 程度の大きさをもつ綱取

り用のドルフィン，渡橋（幅 10m 程度，総延長 60m 程度

（複数の渡橋が設置されており，総延長で記載））から

なる構造であった．なお，写真の撮影が禁じられており

現地での撮影はできなかったが，ドルフィンの上部工の

コンクリートに，ひび割れが部分的に集中しており施工

不良などが疑われた箇所が見られた．また，ドルフィン

毎に上部工の下端の高さが大きく異なり，一部の係留用

のドルフィンにおいて，上部工の下面が海水に浸かるも

のもあった． 

 維持管理計画書の目次を表-3.3 に示す．施設の諸元や

対象船舶など，施設諸元や対象船舶についての基本情報

が手厚く記載（PartⅠ.2，PartⅡ.2）されているのが全体の印

象であった．点検診断の実施内容については，PartⅡ.3 に

おいて，点検の判定項目，日常点検・定期点検（詳細調

査）での実施内容が表形式で整理されている．表-3.4 に

点検の項目と頻度の一例を示す．例えば，No.1 の施設の

表-3.3 ベトナムで作成された維持管理計画書の目次 

 

1 General Provisions（総則）

2 Port Approach Procedure（船舶の接岸）

1 Applicable Standards（適用基準）

2 Technical specification of each facility（施設の情報）

3 Regulations on frequency of inspection（点検の規定と頻度）

4 Methods of inspection of the facilities（点検診断の方法）

5
Provisions on contents and instructions for maintenance and

repair of parts of the（維持管理、補修のための内容に関する規定）

6

Import and export oil (Loading Arm, valve system, bridge

technology, systems and auxiliary equipment on the bridge

（石油の輸出入のための設備、技術）

7
Determine the remaining service life of the facilities（施設の残

寿命の決定）

8
Regulations on contents and time of periodical inspection（定期

点検の実施内容と時期の規定）

9
Schedule of next periodical inspection（次回の定期点検のスケ

ジュール）

10
Labor safety and environmental sanitation（労働者の安全と環境

衛生）

A1
Checklist for the Regular Test Method for Jetty 40,000 DWT

（40,000 DWT用の桟橋のための定期点検のチェックリスト）

A2
Checklist for Regular Inspections for - 5.000DWT Jetty（5,000

DWT用の桟橋のための定期点検のチェックリスト）

A3
Checklist for Regular Inspection for 500DWT Jetty（500 DWT用

の桟橋のための定期点検のチェックリスト）

B1
Checklist on Navigational Aids on regular inspection（航路標識

の定期点検のチェックリスト）

B2
Checklist on Mooring Buoys on regular inspection（係留用のブイ

の定期点検のチェックリスト）

C Requirements for Inspection Report（点検報告書の要求事項）

Part Ⅰ

Part Ⅱ

付録
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変位（位置）については，最右欄の記載によると，定期

点検で 5年に 1回の頻度で確認を行うこととなっている．

また，PartⅡ.4 では，点検診断の実施方法について，日常

点検，定期点検に分けてそれぞれ記載されていた．表-3.5

に点検の方法の一例を示す．例えば，表中の最初の項目

の場合，最右欄の記載によると，桟橋の沈下と水平方向

変位を目視での観察，テープを用いた計測などで点検す

ると書かれている．なお，現地でのヒアリングを通して

確認をしたが，点検の項目の設定根拠については不明確

であった．PartⅡ.5 においては，点検診断結果を受けての

部材ごとの維持管理や補修の方法についても記載されて

いた．表-3.6 に維持管理，補修の方法の一例を示す．例

えば，表中の最初の項目は，上部工の鉄筋コンクリート

の表面被覆についての欄であるが，最右欄の維持補修の

方法は空欄となっている． 

また，PartⅡ.7 においては，残寿命予測についても記載

がされており，37 年とされていた．根拠としては，当初

50 年の寿命を想定しており，13 年経過したためと記載さ

れていたが，予測としては根拠に乏しいといえる． 

 当該計画書及び，現地ヒアリングの結果から，ベトナ

ムでの港湾施設維持管理の現状としては，ある程度の点

検はなされており，必要資料の作成・保管もなされてい

るが，点検項目をどのように設定したかなど技術的な根

拠については記載やヒアリングにおける回答がなく，一

部根拠に乏しい状況であった 

 

 

 

4. ベトナム港湾維持管理基準案の策定手順と基準 
案の概要 

 

4.1 本章の概要 

本章では，ベトナム港湾維持管理基準案の策定の取り

組みにおいて，実際に採用した作業手順とその重要であ

った点を紹介する．また，策定した維持管理基準案の概

要と特徴についても紹介する．4.2 では，ベトナムで実施

した維持管理基準策定の全体の流れを説明する．4.3 で

は，策定にあたって日越で共有した基本理念について紹

介する．4.4 では，日本基準を基にして，ベトナム事情に

合わせて LCM 概念の構築を行った内容について紹介す

る．基本方針として，日本の LCM の概念をベトナム基準

に導入することを考えたが，ベトナム側の事情から，そ

のままでは導入できなかった．そのため，日本の概念を

もとに新たにベトナムの事情に適した概念を構築したの

で，その内容を紹介する．4.5 では，４段階の劣化度指標

表-3.4 点検の項目と実施頻度の一例 

 

表-3.5 点検の方法の一例 

 

表-3.6 部材毎の維持管理，補修の方法（鉄

筋コンクリート部材）の一例 

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 
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（a,b,c,d）を用いることなどが特徴的である日本の点検

診断の体系のベトナムへの導入について説明する．4.6 で

は日本に基準のない構造形式（傾斜堤），部材（コンク

リート杭）について対応を行った内容について紹介する．

また，4.7 では日越の両方の港湾で実施した点検診断の

デモンストレーションの内容について紹介する．日本の

点検診断の体系をベトナムに導入するにあたっては，ベ

トナム側ではこれまで日本の点検診断の方法の経験がな

かったことから，日本の点検診断の体系をベトナムに導

入するにあたって，現地での実行性を日越双方で確認す

る必要があった．そのため，日越の両方の港湾で点検診

断のデモンストレーションを行ったものである．最後に

4.8 では，今回策定を行った維持管理基準案の概要とそ

の特徴について紹介する． 

 

4.2 港湾維持管理基準の策定の流れ 

ベトナムで採用した維持管理基準の策定のフローを図

-4.1 に示す．策定にあたっては，3 章で述べた現地法令・

制度，既存基準を調査し，関係する事項を整理すること

から開始した．その上で，基になる「維持管理に関する

基本理念」について日越で認識の共有を図り，その下で

日本の基準図書の各項目の内容がベトナムでの利用に適

合するものであるか，不足している技術情報はないかな

ど，具体的の技術の記載内容，方法の検討を行った．そ

の点検の結果，日本の方法に基づく点検診断などの実行

性を確認するため，実際の構造物で点検診断を試行する

必要があるとの結論に至り，両国それぞれの港湾での実

地点検の共同実施および技術指導を行った（4.7 参照）．

また，ベトナムでは日本基準にはない構造形式（傾斜堤）・

部材（コンクリート杭）が多く採用されており，それら

の構造形式・部材に対する設計理念や変状事例，点検記

録等を収集・整理した上で，日越共同で主要な破壊モー

ドと変状の進展機構を検討し，新たに策定する基準に記

載すべき技術的内容を決定した（4.6 参照）．これらの過

程を経て，「新基準の策定」を行った． 

なお，基準発行後は，運用時の課題や点検診断結果な

どのデータの蓄積を進め，新基準を改善するための

PDCA サイクルを適切に実行していくことが期待される．

さらに，これらの一連の過程を通して，得られた知見で

日本にとっても有効なものについては，日本基準にフィ

ードバックすることも重要であると考える． 

 図-4.1 に示したフローは，新基準運用後の PDCA サイ

クルや日本基準へのフィードバックについてはこれから

実施していく内容であるが，それまでの過程については，

今回のベトナムでの実績からその有効性が確認された． 

 

4.3 港湾維持管理基準編集方針 

日越双方での検討に入る前に，日本側の戦略として，

LCM（ライフサイクルマネジメント）の概念をベトナム

に浸透させることを考えた．議論の結果，LCM の概念の

浸透を図ることについてベトナム側の理解も得られたこ

とから，LCM の概念を基準策定の「理念（図-4.1 中の「理

念」に対応）」として，編集方針の中心に据えた． 

また，ベトナム側から強く求められたことにより，現

場での実行性に重きを置くということも編集方針の一つ

とした．そのため，新基準は，維持管理の詳細な手法や

技術が網羅的に記載されている，日本の「港湾の施設の

維持管理技術マニュアル」を基に策定することとした． 

さらに，基準案の編集では，ベトナム国内における

TCVN の基本的な編集規則による制約を受ける．具体的

には，TCVN では，明確な規定や基準，その運用のため

の最小限の説明など，できる限り記載内容を限定すると

いう規則である．そのため，本編は冗長にせず簡潔に記

載し，詳細な技術情報や実施にあたっての補助的な情報

については，付録として基準案に添付することとした． 

上記のように，日本の概念や手法を基にしつつ，ベト

ナム事情（技術レベル，法体系）に合わせて修正する全

体の編集方針（図-4.1 中の「理念」の一部）とした． 

 

4.4 ベトナムの事情に合わせたLCM概念の構築 

ベトナムの維持管理基準の編集方針の一つとして，

LCM の概念を導入することとした（4.3 参照）．日本の

LCM の概念に基づいた維持管理では， LCC（ライフサイ

クルコスト）を指標とすることが望ましいとされている

が，ベトナムでは LCC の算定に必要な歩掛や積算方法等

は不明確であった．また，通達 No.52 では，「施設の変

 

図-4.1 港湾維持管理基準の策定フロー 

理念の整理
LCMの導入方法検討
編集方針の策定

現地法令・制度・既存基
準の調査・整理

具体の技術の
記載方法の検討

新基準の策定

基準図書類の記載
内容の相互理解

実地点検の共同実施

日本に招聘しての技術
指導

日本には基準のない
構造形式、部材などの
維持管理方法の検討

新基準の運用と
PDCA

日本の技術支援
（継続）

日本基準への
フィードバック
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位等を継続的に計測するモニタリングを実施すること」

や「点検診断結果から施設の残寿命の予測を行うこと」

が規定されている．このようなベトナムの事情に合わせ

て，図-4.2 のように LCM フローを新たに提案した． こ

のフローでは，通達 No.52 の規定の通り，点検の箇所に

「モニタリング」を，対策の箇所に「残寿命の決定」を

取り入れた．これは，残寿命の予測は，対策（補修等）

の内容と相互に関係する（補修をすれば残寿命が延び，

残寿命を延ばすためには補修が必要となる）ためである．

また，維持管理の各段階の結果を記録し，今後の維持管

理に活用することは有効であるため，各段階の結果を記

録することも明示した． 

「モニタリング」，「残寿命の決定」といったベトナ

ム独自の概念をとりいれた点，記録の手段としてデータ

ベースについては記載せず，単に「記録」としてフロー

右側に記載した点，LCCについては記載していない点が，

主に日本におけるフローと異なる点である． 

 

4.5 日本の点検診断の実施手法のベトナム基準への導入 

(1)点検診断の種類と頻度 

日本の点検診断は，港湾の施設の点検診断ガイドライ

ン)9に示されるとおり，図-4.3 の流れで行われる．種類と

しては，初回点検診断，日常点検，定期点検診断， 臨時

点検診断に分類される．定期点検診断については，一般

定期点検診断と詳細定期点検診断に区分され，臨時点検 

診断は，一般臨時点検診断と詳細臨時点検診断に区分さ

れる)9．実施頻度は，一般定期点検診断は，通常点検診断

施設で 5 年以内ごとに少なくとも 1 回，重点点検診断施

設で 3 年以内ごとに少なくとも 1 回と規定されている．

また，詳細定期点検診断については，通常点検診断施設

で供用期間中の適切な時期に少なくとも 1 回（もしくは，

供用期間延長時），重点点検診断施設で 10～15 年以内ご

とに少なくとも 1 回（主要な航路に面する特定技術基準

対象施設等は，10 年以内ごとに少なくとも 1 回）が推奨

されている． 

ベトナム基準の策定にあたっては，まず上記の流れを

日本側からベトナム側に提示した．その上で，点検診断

の全体の体系や実施頻度などは，ベトナム国内の法令に

よる規定や，現地の実施能力に依るため，それらを総合

してベトナム側で原案を作成することとなった．その後，

ベトナム側から案が示され，技術ワークショップでの議

論を重ねて，最終的には，図-4.4 に示す点検診断の流れ

とすることとした．ベトナムでは，初回点検，日常点検

は日本と似た位置づけであるが，定期点検，特別点検は 

日本における一般点検に相当する実施内容で実施するこ

ととされ，それらにおいて異常が見つかった場合に日本

における詳細点検相当の点検が実施されることになる．

なお，詳細点検の実施内容については，補修設計を行う

コンサルタントが提案し，発注者である施設管理者が承

認することで，決定されることが明記されているのも特

徴の一つである．さらに，点検診断の実施頻度について

は，ベトナム国内の規定や実施能力を踏まえてベトナム

側で決定され，基準の付録において示された．これによ

ると，航路・泊地の定期点検診断は，約 3 年以内ごと，

外郭施設は約 5 年以内ごと，係留施設は約 5 年以内ごと

に実施されることが求められる．点検診断の頻度につい

て，日本基準との対比を表-4.1 に示す．外郭施設，係留

施設については，日本における通常点検診断施設相当の

頻度，水域施設については，日本における重点点検診断

施設相当の頻度で実施されることとなっている． 

 

(2)劣化度（a,b,c,d）の判定方法 

日本の港湾の維持管理の体系では，4 段階の劣化度指

標(a,b,c,d)を用いて部材の劣化度の判定を行い，それに基

づき点検診断項目ごとに 4 段階の評価基準（A,B,C,D）を

評価し，最終的に施設の性能低下度（A,B,C,D）を評価す

ることとされている． 

その上で，劣化度の判定指標（表-4.2）を導入すること

をまず検討した．表-4.2 においては，a,b,c,d の劣化度指

標が，それぞれ示す劣化の状態について説明されている． 

表に示されるような 4 段階の劣化度指標(a,b,c,d)の概

念については，ベトナム側で独自に作成されていた

TCCS04 において，既に取り入れられていたが，現場での

実行性に乏しい状態であった．そこで，今回，点検診断

ガイドライン)9 の添付資料として示されている詳細な判

定基準（点検診断様式）を，維持管理基準の付録として

掲載し，利用できるようにした．これらを用いることに

より，現場で，ある程度統一された方法で点検診断が実

行できるようになる．  

 

図-4.2 ベトナム基準のために新たに作成した 

LCM フロー 

経過年数
施設利用状況

設計条件
環境条件

点検：モニタリング
（目視、試験）

総合評価
（点検結果に基づく総合評価）

記録
・点検
・評価
・残寿命

ライフサイクルマネジメントシステム

入力・参照

維持管理計画に検討

対策・補修 残寿命の決定

修正

入力・参照

入力・参照
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図-4.3 日本における点検診断の流れ 

 

 

図-4.4 ベトナム基準の点検診断の流れ 
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 (3)性能低下度（A,B,C,D）の評価方法 

性能の低下の程度を評価するための 4 段階の指標

（A,B,C,D）（表-4.3）についても導入した．表-4.3 にお

いては，A,B,C,D の指標が，それぞれ示す性能の低下の程

度について説明されている． 

また，性能低下度の評価方法（表-4.4）についても導入

した．表-4.4 に示す考え方により，部材の劣化度の判定

結果に基づいて，点検診断の項目ごとの性能低下度，施

設全体の性能低下度について評価を行うことが可能とな

る． 

 

 

 

4.6 日本基準には記載のない構造形式・部材への対応と 

その他ベトナム側からの技術的な要求への対応 

(1)傾斜堤の変状連鎖図の作成 

  ベトナムでは採用例が多いが，日本では採用例が少な

く維持管理の基準がない構造形式として，傾斜堤があり，

対応することが求められた．そのため，傾斜堤について

日越で技術的な検討を行い，記載すべき事項について検

討した．  

成果として，傾斜堤については，新たにその維持管理

に用いるための変状連鎖図を作成した．変状連鎖とは，

変状の原因，変状の発生，変状のもたらす影響，そして

施設の性能低下へと変状が進行していく過程)8 のことで

あり，これらを整理することは，点検診断における主要

な変状を選定する上で重要となる．したがって，変状連

鎖の機構をまず考えることは，対象施設の維持管理を考

える上で基本となると考える． 

傾斜堤の変状連鎖図の作成にあたっては，前提となる

傾斜堤の代表的な破壊モードの検討から開始した．日越

での共同検討の結果として，図-4.5 に示すとおり，①洗

掘による破壊，②外側から順に材料が散乱しての破壊，

③円弧滑りによる破壊，を代表的な破壊モードとして特

定した．次に，破壊の要因（地震，波浪・津波，圧密沈

下，材料劣化），破壊につながる初期の変状（上部工コ

ンクリートの損傷，消波工の損傷，フィルター層の劣化），

結果として生じる変状（前面水深の増大による波力の増

大，天端の低下による防波堤機能の低下，堤体の空洞化

表-4.4 性能低下度の評価方法 

 

 

図-4.3 日本における点検診断の流れ 

表-4.1 日本基準とベトナム基準の点検診断の 

頻度の対比 

 

日本基準

（一般定期点検診断）
ベトナム基準

水域施設

【通常点検診断施設】

5年以内毎に少なくとも1回

【重点点検診断施設】

3年以内毎に少なくとも1回

約3年以内ごと

外郭施設

【通常点検診断施設】

5年以内毎に少なくとも1回

【重点点検診断施設】

3年以内毎に少なくとも1回

約5年以内ごと

係留施設

【通常点検診断施設】

5年以内毎に少なくとも1回

【重点点検診断施設】

3年以内毎に少なくとも1回

約5年以内ごと

   

図-4.5 傾斜堤の主要な破壊モード  

表-4.3 性能低下度の評価基準 

 

表-4.2 劣化度の判定基準 
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による上部工コンクリートの損傷）を整理し，それらを

組み合わせて変状連鎖図（図-4.6）を新たに策定した． 

 

(2)コンクリート杭の点検診断での判定基準の作成 

日本に維持管理の基準がない部材としてコンクリート

杭について対応することが求められた．コンクリート杭

については，点検診断の判定基準（表-4.5）を協議の上で

決定した． 

PC 杭については，日本で用いられている桟橋上部工下

面部（PC の場合）の判定基準を準用した．ひび割れも，

錆汁も許容しない基準となっている． 

RC 杭についても，日本で用いられている桟橋上部工下

面部（RC の場合）の判定基準を準用した．すなわち，3mm

以上のひび割れが発生した場合に劣化度 a になる． 

コンクリート杭の点検診断における判定基準について

は，ベトナムではまだ十分な知見が得られていなかった

こと，今回は策定のための時間が限られており，新たに

調査を行い，データ収集を行うことが困難であったこと，

などの理由から，暫定的な対応としてコンクリート杭に

ついては上記のような基準とすることとした．  

 

(3) その他ベトナム側からの技術的な要求への対応 

 ベトナムにおいては，通達 No.52 により，施設の残寿

命評価が強く求められている．それを実行するためのひ

とつのツールとして，塩害によるコンクリート中の鉄筋

の腐食発生時期の予測手法を導入した．しかし，ベトナ

ムではデータが少なく，現地のデータに基づいたパラメ

ータ（コンクリート表面の塩化物イオン濃度，拡散係数）

を提示することができず，それらのパラメータについて

は，日本の維持管理マニュアルに記載されている数値を

付録に参考値として示すことで暫定的に対応した． 

 また，鉄筋腐食ひび割れが発生する腐食量の目安とな

る値について，ベトナム側から求められ，式（4-1）を記

載するか，10（mg/cm2）を記載するかで議論となった．

維持管理マニュアル（平成 19 年版）に記載の日本国内の

過去の調査事例などを基に両国で議論した結果，かぶり

    

           図-4.6 傾斜堤の変状連鎖図 

性能の低下

消波工（港内側、港外側）
の散乱・消失

堤体下部の
洗掘

堤体中
捨石の流出天端の

低下

前面水深
の増大

波高の
増大

消波機能
の低下

波浪・津波
（波力、越波、
越流、洗掘）

上部コンクリート
（天端工）の
損傷

被覆石の
くずれ

被覆石の散乱・流出

前面海底の
洗掘

堤体の
空洞化

材料劣化圧密沈下

上部コンクリート
（天端工）の損傷

フォルター材の
機能低下

消波工
の折損

傾斜堤の
すべり破壊消波工の

くずれ

地 震

表-4.5 コンクリート杭（PC 杭，RC 杭）の点検診断の判定基準 

 

点検方法

a
□ひび割れがある。
□錆汁がある。

b □－－－

c □－－－

d □変状なし。

a
□幅3mm以上の鉄筋軸方向のひび割れがある。
□かぶりの剥落がある。
□錆汁が広範囲に発生している。

b
□幅3mm未満の鉄筋軸方向のひび割れがある。
□錆汁が部分的に発生している。

c
□軸と直角な方向のひび割れのみがある。
□錆汁が点状に発生している。

d □変状なし。

PC杭

RC杭

点検診断項目 劣化度の判定基準

コンクリートの
劣化、損傷

コンクリートの
劣化、損傷

目視：ひび割れの発
生、錆汁の発生

目視：ひび割れの発生
方向,ひび割れの本数、
長さと幅,かぶりの剥落
状況、錆汁の発生状
況、鉄筋の腐食状況
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や鉄筋径も考慮して設定可能な式（4-1）が付録で掲載さ

れることに一時はなったが，以後のベトナム国内での審

査段階において，鉄筋腐食ひび割れが発生する腐食の限

界量を掲載することは，正確な予測が難しいことから，

掲載されないこととなった．しかし，他国への展開の際，

同様の議論が生じる可能性があるため，ここに検討の記

録として記載する． 

 

10( / )crW c d                       （4-1） 

 

Wcr： ひび割れ発生腐食限界量（mg/cm2） 

c： かぶり（cm） 

d：鉄筋径（cm） 

 

4.7 点検診断の共同実施を通した技術指導 

(1)点検診断の共同実施の必要性とその概要 

 ベトナムの維持管理基準の策定にあたっては，日本の

点検診断の体系を全面的に導入することした．一方で，

日本の点検診断の方法や用いる判定基準などについて，

ベトナム現地でそのまま実施が可能か確認をする必要が

あった．また，その実施方法や，実施するためには，ど

の程度の労力や時間がかかるのか，またその実施上の課

題などを，ベトナム側のコードライターが運用の前に体

験・理解する必要があった．そのため，日越双方の港湾

において，港湾空港技術研究所の協力のもとで点検診断

の実地試験を共同実施することとした．先に，日本の横

須賀港において，日本側がレクチャーする形式で点検診

断を一通り実施し．その後，ベトナムの代表的な港湾で

あるハイフォン港において，今度はベトナム側が主体と

なる形で点検診断を共同実施した． 

 

(2)横須賀港における点検診断の共同実施 

 横須賀港における点検診断については，久里浜地区に

位置する重力式岸壁（ケーソン式）に対して実施した．

点検した項目は，岸壁法線の凸凹，出入り，エプロンの

沈下・陥没，劣化・損傷，上部工のコンクリートの劣化,

損傷，付帯設備（防衝設備，係船柱，はしご，車止め）

の状態についてであった，点検は，岸壁全体を 5 つに分

けた各スパンに対してそれぞれ実施し，それらを総合し

て，点検診断項目ごと，及び施設全体についても性能低

下度の評価を行った．さらに，隣接する杭式の防波堤に

対して，施設に設置されていた電位測定装置を使用し，

持参した高抵抗電圧計，照合電極を用いて，鋼管杭の防

食電位の測定を測定した．横須賀港における点検の様子

を，図-4.7 に示す．現地で点検を行ったのち，屋内に移

動し，劣化度(a,b,c,d)の判定結果を基に，点検診断項目ご

と及び施設全体について性能低下度（A,B,C,D）を評価し

た．評価は，日越双方で実施し，最初にベトナム側から

評価結果とその評価理由についてプレゼンを行ってもら

った後に，日本側が評価した結果とほぼ同じ結果になっ

ていることを確認した． 

 

(3)ハイフォン港における点検診断の共同実施 

 ベトナムのハイフォン港における点検診断は，桟橋に

対して実施した．点検項目や実施の流れについては，ベ

トナム側が設定した．点検項目は，主に，岸壁法線の凸

凹，出入り，エプロンの沈下・陥没，劣化・損傷，上部

工のコンクリートの劣化，損傷（側面部・下面部），土

留め部（コンクリートブロック），付帯設備（防衝設備，

係船柱，はしご，車止め）の状態について実施した．上

部工のスパン境界があいまいであったが，施設全体を 10

程度に分割して点検を実施した．上部工の下面部の点検

については，小型船を使用し，桟橋の下に潜り込み，船

上からひび割れなどの変状を確認した．ハイフォン港に

おける点検の様子を，図-4.8 に示す．現地で点検を行っ

たのち，屋内に移動し，日本で実施したのと同様に，性

能低下度を評価し，双方での評価結果の確認を行った． 

 

(4)点検診断の共同実施の成果 

 点検診断の実地試験の結果として，日本の点検診断が

現地港湾でも十分実施できることが確認できた．また，

ベトナム側のコードライターの理解促進が図られたとと

もに，日本の点検診断技術の有効性が強く印象付けられ

た．このような理解促進の機会は，以後の基準編集の作

業をスムーズにしたほか，日本側の手が届きづらいベト

ナム国内での審査段階においても，ベトナム側のコード

ライターの理解が進んでいたことは有効に働いたと考え

る．このような地道な取り組みを，ベトナム以外の国へ

の展開の際も怠らないことが重要であると考える．なお，

 

図-4.7 横須賀港での点検診断の様子 
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共同実施にあたっては，実施施設の確保，専門家を招い

た事前の練習会の開催，説明資料の作成，などを行った

が，このようなノウハウも，他国への展開の際にも活用

できると考える． 

4.8 維持管理基準案の全体構成と特徴 

(1)策定した維持管理基準案の全体的な特徴 

最初に，維持管理基準案の全体構成について紹介する．  

策定したベトナム港湾維持管理基準案の目次について

表-4.6 に示す. 表-4.6 では，ベトナム港湾維持管理基準案

を日本の維持管理マニュアルと比較できる形式で示して

いる．新基準の目次は，提案した LCM フロー（4.4 参照）

に基づいて策定されている．なお，表-4.6 及び本項中で

示す付録については，ベトナムで策定した維持管理基準

案の付録を示すものである． 

ベトナム港湾維持管理基準案は，日本基準の内容を中

心に作成している編（4，5，7，8 編，付録 A，B，D，E），

日本基準を部分的に反映している編（3，6 編），ベトナ

ム側で作成された編（1，2，9 編，付録 C）など，編毎に

編集の方法が異なっているのが特徴である．この理由と

しては，日本基準を導入したい日本側の戦略がある一方，

現地での実効性や現地法令への適合が求められたこと，

今後のベトナムの政策方針と関わるためベトナム側で策

定したほうがよい事項があったことなどから，このよう

に編毎に適切な編集方法を採用するような作業を行った． 

 

(2)編毎の内容とその特徴 

続いて，各編での主な記載内容について紹介する．1 編

（適用範囲）では，基準の適用範囲が示されている． 2 編

（関連基準）では，本基準に関連する国内外の基準の一

覧が示されている．日本の維持管理マニュアルや基準・

同解説も記載されている．3 編（用語の定義）では，LCM

などの用語定義が示されている． 4 編（維持管理の原則）

では，LCM，維持管理レベル，点検診断，補修などにつ

いて基本的な考え方が維持管理マニュアルをベースに記

載されている．一方，モニタリングや残寿命予測などベ

 

(a)エプロンの点検の様子 

 

(b)桟橋下面部の点検の様子 

図-4.8 ハイフォン港での点検診断の様子 

表-4.6 ベトナム維持管理基準案の目次構成と日本の維持管理マニュアルとの対応 

 

 

維持管理マニュアルの目次 反映 ベトナム港湾維持管理基準の目次 編集方法

第1編　総則 第1編　適用範囲 ベトナム側が作成

第2編　関連基準 ベトナム側が作成

第3編　用語の定義 日本基準を一部反映

第2編　維持管理の方法 第4編　維持管理の原則
日本基準を大きく反映しているが、
一方でベトナム独自の概念も導入し
再構築

第3編　港湾施設の変状傾向と維持管理 第5編　港湾の施設の変状傾向と維持管理 日本基準を大きく反映

第4編　港湾の施設の点検診断とその評価 第6編　港湾の施設の定期点検診断とその評価
ベトナム側が作成、a,b,c,dを用いた
点検基準は日本基準を使用

第5編　調査技術

第6編　変状進行予測 第7編　劣化の進行予測 日本基準を大きく反映

第7編　対策の種類と選定 第8編　対策・補修 日本基準を大きく反映

第8編　記録 第9編　維持管理に関する書類の記録と報告 ベトナム側が作成

付録A　一般定期点検診断の判定基準 付録A　定期点検診断の判定基準 日本基準を大きく反映

付録B　詳細定期点検診断の判定基準 付録B　日常点検診断の判定基準 日本基準を大きく反映

付録C　コンクリート中の鉄筋腐食に関す
       る調査結果例

付録C　定期点検診断の時期と頻度 ベトナム側が作成

付録D　マルコフ連鎖モデルによる変状の
　　　 進行予測の手順例

付録D　性能低下度の導出方法 日本基準を大きく反映

付録E　関連法令 付録E　鉄筋コンクリートの残寿命予測の方法 日本基準を大きく反映

付録F　港湾の施設の維持管理計画策定の参考情報 日本側が新たに作成したものを使用
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トナム独自の概念の国内法に基づく説明も記載されてい

る．4 編は日本の概念をベースとしながらも，ベトナム独

自の概念もとりいれ，再構築された編といえる． 

5 編（港湾の施設の変状傾向と維持管理）は，日本の変

状連鎖図を中心に記載されている．一方，日本では採用

が少ないが，ベトナムでは採用の多い防波堤構造である

傾斜堤の変状連鎖図（新規作成）も掲載されている．6 編

（港湾の施設の点検診断とその評価）では，点検診断の

実施頻度・体制，点検項目が記載されている．点検診断

については，ベトナム国内の実施能力や現地法令の規定

に依るところが大きいため，主にベトナム側で作成され

た．一方で，点検診断の具体な実施方法や項目について

は，ベトナムに知見がなかったため，日本の方法や項目

が基本的にそのまま導入されている． 

7 編（劣化の進行予測）は，維持管理マニュアルの内容

で編集され，拡散方程式を用いた塩化物イオンの浸透予

測方法，劣化度の推移にマルコフ性を仮定したモデルに

よる劣化予測の方法などが紹介されている．8 編（対策・

補修）も，日本の内容で編集されているが，挿絵などを

使用した補修技術の説明などはベトナム側の判断で削除

された．9 編（維持管理に関する書類の記録と報告）は，

点検結果など維持管理に関する情報の記録方法の基本方

針が記載されている．この編の内容は，今後どのように

データを蓄積し活用するかというベトナムの政策方針に

依るため，ベトナム側で内容が決められた． 

 

(3)基準案の付録について 

現地での実効性を確保するため，基準本編だけでは不

十分であったことから，実施のための詳細な技術につい

て新基準の付録として掲載されることとなった．なお，

本項で以下に示す付録については，ベトナムで策定した

維持管理基準案の付録を示すものである． 

付録 A では，日本の点検診断ガイドラインに参考資料

をして示されている点検診断における劣化度の詳細な判

定基準について掲載した（4.5 にて紹介）．付録 B は，付

録 A の記載事項から，ベトナム側が日常点検で必要かつ

実施可能な項目を抽出してとりまとめられた．付録 C は，

ベトナム側が国内の実施可能性やベトナム国内の規定に

基づいて決定し，表形式でまとめられた（4.5 で紹介）．

付録 D は，部材ごとの劣化度判定結果に基づいて，点検

項目ごと，及び施設全体について性能低下度の評価を行

う方法について，点検診断ガイドライン，維持管理マニ

ュアルの内容でまとめられた（4.5 で紹介）．付録 E につ

いては，鉄筋コンクリートについて劣化予測を行うのに

必要な詳細情報が，日本の維持管理マニュアルを基に作

成された．付録 F では，維持管理計画を策定するための

参考情報（維持管理計画書の目次構成のひな型，点検結

果を記録するための統一的な表など）がまとめられた．

付録 F の策定にあたっては，ベトナム側から提供しても

らった既存の点検結果の報告書などを参考にして日本側

で素案を策定し，さらにベトナム側で実行できる内容に

絞るなど追加的な編集がなされてまとめられた． 

 

 

 

5. 港湾維持管理基準のベトナムへの展開で得られ 
た知見・成果 

 

5.1 本章の概要 

本章では，ベトナムでの港湾維持管理基準案の策定協

力の取り組みで得られた知見・成果について，技術的な

面での知見・成果とその他の知見・成果に分けて記載す

る．5.2 では，技術的知見・成果について記載するが，技

術的な内容は既に 4.6 において詳細を紹介していること

から，5.2 では要点のみを第三国への展開という視点か

ら記載する．5.3 では，その他の知見・成果として，技術

的な知見・成果以外で得られた知見についてまとめる．

具体には，相手国に合わせた基準の策定手順，相手国で

の維持管理業務の実行性を担保する方策，日本の基準等

の英語版による情報発信の重要性について述べる． 

 

5.2 技術的な面での知見・成果 

技術的な面での知見については，既に 4.6 において詳

細を紹介しているため，本節では，第三国への展開とい

う視点から，その重要であった点についてとりまとめる． 

ベトナムでの維持管理基準の策定にあたっては，日本

の港湾では採用が少ないが，海外では一般的な構造形式

（傾斜堤）や部材（コンクリート杭）について新たに基

準を策定することが求められた．そのため，4.6 で紹介し

た検討を行い，傾斜堤の維持管理を考える上で核となる

変状連鎖図（図-5.1），コンクリート杭（PC 杭，RC 杭）

の点検診断での劣化度の判定基準（表-5.1）を作成した．

傾斜堤の変状連鎖図の作成する過程においては，主要な

破壊モードを特定し，結果として生じる変状についても

整理をした（4.6 参照）．これらの検討の過程で得られた

知見は，日本国内で，傾斜堤やコンクリート杭が採用さ

れるような場合にも有効な情報となり得る．また，傾斜

堤やコンクリート杭は，海外では多く採用されているた

め，第三国に展開する際も，維持管理のための基準が求

められると考えられる． 

今回新たに策定した，維持管理基準に関連する規定内
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容，図表，詳細な技術的知見は，今後の他国への展開の

際に有効なツールとなるとともに，日本基準へのフィー

ドバックも可能であると考える． 

 

 

5.3 その他の知見・成果 

(1) 相手国に合わせた基準の策定手順 

今回のベトナムでの維持管理基準策定の経験のように，

他国での基準策定は，何から作業を始めてよいかわから

ず困難を強いられる．今回は初の試みであったため，試

行錯誤しながらではあったが，図-5.2 に示した手順で維

持管理基準の策定作業を進めた．結果として，2 年あまり

の期間で，維持管理基準案をまとめることができ，この

実績からも，図-5.2 に示した手順は有効な手順であるこ

とが確認できた．  

今後，ベトナム以外の国へ維持管理基準を展開する場

合，図-5.2 のような「型」となる策定フローがあること

で，より効率的に進めることができると考えられる．  

 

(2) 相手国での維持管理業務の実行性を担保する方策 

維持管理基準の策定では，設計や施工と異なり，既存

施設が対象であり，全ての既存施設に対して点検など実

務を確実に行える具体的な基準が求められた．今回のベ

    

図-5.1 傾斜堤の変状連鎖図（再掲） 
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図-5.2 港湾維持管理基準の策定フロー（再掲） 

理念の整理
LCMの導入方法検討
編集方針の策定

現地法令・制度・既存基
準の調査・整理

具体の技術の
記載方法の検討

新基準の策定

基準図書類の記載
内容の相互理解

実地点検の共同実施

日本に招聘しての技術
指導

日本には基準のない
構造形式、部材などの
維持管理方法の検討

新基準の運用と
PDCA

日本の技術支援
（継続）

日本基準への
フィードバック

表-5.1 コンクリート杭（PC 杭，RC 杭）の点検診断の判定基準（再掲） 

 

点検方法

a
□ひび割れがある。
□錆汁がある。

b □－－－

c □－－－

d □変状なし。

a
□幅3mm以上の鉄筋軸方向のひび割れがある。
□かぶりの剥落がある。
□錆汁が広範囲に発生している。

b
□幅3mm未満の鉄筋軸方向のひび割れがある。
□錆汁が部分的に発生している。

c
□軸と直角な方向のひび割れのみがある。
□錆汁が点状に発生している。

d □変状なし。

PC杭

RC杭

点検診断項目 劣化度の判定基準

コンクリートの
劣化、損傷

コンクリートの
劣化、損傷

目視：ひび割れの発
生、錆汁の発生

目視：ひび割れの発生
方向,ひび割れの本数、
長さと幅,かぶりの剥落
状況、錆汁の発生状
況、鉄筋の腐食状況
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トナムでの事例では，日本の港湾では採用が少ない構造

形式（傾斜堤）や部材（コンクリート杭）への対応が求

められた．今回策定した基準は，今後，ベトナム以外の

国への展開の際にも有効な武器となると考えられ，それ

の構造形式や部材が多く採用されている国の基準であれ

ば，今回作成したような内容を記載することは，基準の

実行性をより高めることになると考える． 

さらに，ベトナムでの事例では，施設毎の点検項目と

判定基準について，ベトナムのコードライターを対象と

した実地研修や技術指導など地道な取り組みを通じて理

解を促した．特に，点検診断については，日本でケーソ

ン式岸壁，ベトナムで桟橋の点検診断を共同実施するこ

とを通して，日本の点検診断について，ベトナムのコー

ドライターに実施方法を理解してもらうとともに，ベト

ナム現地港湾での実行性などを確認した．このような機

会は，相手国側の担当者に実施可能性を強く印象づけら

れ，非常に有効な取り組みであった．今後，ベトナム以

外への展開の際もこのような地道なプロセスを怠らない

ことが重要である．なお，ベトナムでもそうであったよ

うに，相手国内での基準の最終審査の段階では，ある程

度日本側の手を離れてしまい，相手国の担当者だけで国

内の審査過程での質疑などに対応することが必要となる．

この際に，ベトナムでの好事例のように上述のような取

り組みを経て，相手国にコードライターの理解が十分で

あれば，円滑に審査を進めることができる． 

 

(3) 日本の基準等の英語版による情報発信の重要性 

TCCS04 での事例のように，英訳版が無償公開されて

いれば，技術的に先端的であり，実績に裏打ちされた日

本の基準やその手法は，開発途上国で自発的に利用され

る可能性がある．また，公開情報を起点に，開発途上国

から質問や基準の共同策定の相談などが寄せられる可能

性も高まる．このようなことは，次の基準策定の協力関

係構築の可能性を大きく広げると考えられる．このため，

日本の基準等の英語版による情報発信は，非常に重要で

ある．なお，ベトナムでの取り組みでは，時間が限られ

ており，暫定的に英訳を行った資料を用いて進めたので，

正確な英語表現になっておらず，日本側の主旨が上手く

伝わらない場面もあった．なお，英訳の際は，世界標準

の英語表現や専門用語を用いて訳されていることが重要

であると考える． 

 

(4) ベトナムでの成果を軸とした他国への展開 

 ベトナムでは既に，日本基準を基にして策定された 7

つの基準が発行されており，これらの基準は日本基準の

姉妹基準といえる．技術的に先端的である日本基準を現

地の法令や現状等を踏まえてカスタムメイドして作られ

たベトナム基準は，ベトナム周辺の開発途上国にとって

も関心のあるものであると考えられる．これらの関心の

ある国に対して，国際会議等を通してベトナムから情報

が提供されることは，次の基準策定協力の相手国の発掘

にもつながる可能性がある．また，ベトナムでの事例を

通して得られた，技術的な内容をはじめとする知見を日

本にフィードバックすることは，次の基準策定協力の取

り組みをより効果的にすることにつながると考える． 

上述のようなベトナムでの事例を経ての次なる展開を

見据えたカスタムメイドによる基準策定協力の新たなイ

メージについて図-5.3 に示す． 

 

 

 

6．おわりに 

本資料では，ベトナムでの維持管理基準の共同策定の

取り組みで得られた知見（ベトナムの港湾施設の維持管

理に関する関連法令，ベトナムでの港湾施設の維持管理

基準の現状の情報，日本にない構造形式や部材に対応す

るノウハウ，策定のための標準的なフロー，現地のカウ

ンターパートの理解を促進するためのノウハウなど）を

とりまとめた．また，傾斜堤の変状連鎖図，コンクリー

ト杭の点検診断における判定基準など，作成した主要な

図表についても掲載し，他国への展開の際にも使用でき

るようにした．これらの知見や作成した図表などを活用

することで，ベトナム以外の開発途上国で基準策定の協

力を行う際に，より効率的に作業が進められることが期

待される．  

今回とりまとめたベトナムにおける港湾施設の維持管

理に関する法令，実務の現状に関する情報は，本邦企業

 
図-5.3 日本基準をベースとした発展途上国等への 

カスタムメイドの新たなイメージ 

日本基準

（旧基準等も含む）

ベトナム基準
（日本基準の姉妹基準）

A国

B国

C国

基準の策定協力
（日本基準をカスタムメイドして展開）

情報提供

情報提供

情報提供

フィードバック

基準の策定協力
・・・

基準の策定協力
・・・

基準の策定協力
・・・
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がベトナムにおいて活動する上で，一助となると考える．

また，本基準案が基準として正式に発行されれば，日本

の点検診断の体系が全面的に導入されることとなり，港

湾施設の維持管理において，本邦企業が入り込んでいく

上での大きなアドバンデージになると考える． 

なお，日本の基準や技術は，開発途上国にとどまらず，

先進国からも需要がある可能性は十分に考えられる．そ

の場合にも，今回とりまとめた技術的な知見や，基準の

英訳版は重要になると考える． 

また，ベトナムでの基準策定の過程で解決された日本

基準の課題については，日本基準に即座に反映し日本基

準の改善につなげるとともに，その内容を海外に発信す

ることで，日本基準のさらなる海外展開が可能となるこ

とが期待される．今回の事例では，例えば，傾斜堤やコ

ンクリート杭の維持管理に関する情報を日本基準にフィ

ードバックし，反映することが有効であると考える．こ

のように，日本基準にもフィードバック可能な技術的な

知見が得られたことは，ベトナムでの維持管理基準策定

の大きな成果であると考える．これまで，両国の Win-Win

の関係を謳ってきているが，この点でも，単にインフラ

輸出の支援や日本基準がデファクトスタンダードになる

ことで本邦企業が活動しやすくなるといった行政的な面

での成果の他に，このようなしっかりとした技術的なフ

ィードバックが得られたことは，研究活動としても意義

深いことであると考える． 

今後は，このように海外での知見，特に日本国内では

得られにくい知見を蓄積し，それらを日本基準にフィー

ドバックすることと，また，ベトナム基準のような日本

基準にとって姉妹基準の実績を重ねることで，日本基準

は，より世界競争力のある，国際的なプレゼンスの高い

基準になると考える． 
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付録 A 技術ワークショップの開催の記録 

（出席者の所属は、参加当時の所属で記載） 

 

2016年度第1回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2016年11月21日～11月25日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・川嶋聖一：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 次長 

・小松 明：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 調査役 

・有田恵次：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 特任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Ministry of Transport: Dr. Tran Thai Minh / Mr. Lung 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Dr. Do Huu Thang/ Mr. Dang Cong Minh / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr Hoang Xuan Dinh  

Mr. Nguyen Duc Hau / Mr. Do Ngoc Ha / Mr. Huynh Dang Vinh / Mr. Dieu 

        ・PORTCAST Consultant Corporation: Mr. Nguyen Manh Ung 

        ・Vietnam National shipping lines: Dr. Nguyen Ngoc Hue 

  ・National University of Civil Engineering: Assoc. Prof. Pham Van Giap / Dr. Nguyen Minh Quy / Mr. Bui Viet Dong 

    ・ University of Transportation and Communication: Dr. Nguyen Viet Thanh / Mr. Chen 

  ・Hanoi Water Resources University: Dr. Pham Thanh Hai 

   

 ○主要意見交換テーマ 

・地盤改良 

 

 

2016年度第2回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2017年1月10日～1月13日 

 

 ○場所 

  ・日本 横須賀市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・川嶋聖一：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 次長 

・丹治雄一：一般財団法人 国際臨海開発研究センター主任研究員 
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・有田恵次：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Dr. Do Huu Thang/ Mr. Dang Cong Minh / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr. Huynh Dang Vinh 

 

 ○主要意見交換テーマ 

・地盤改良 

・潮位 

 

 

2017年度第1回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2017年8月7日～8月11日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・川嶋聖一：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 次長 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

・山下 篤：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 審議役 

・丸山裕之：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 主任研究員 

 

（ベトナム側） 

・Ministry of Transport: Dr. Tran Thai Minh / Mr. Lung 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Dr. Do Huu Thang/ Mr. Dang Cong Minh / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr Hoang Xuan Dinh  

M.A. Nguyen Duc Hau / Mr. Do Ngoc Ha / Mr. Huynh Dang Vinh / Mr. Dieu 

  ・Vietnam National Shipping Lines: Dr. Nguyen Ngoc Hue 

        ・PORTCAST Consultant Corporation: Mr. Nguyen Manh Ung 

        ・National University of Civil Engineering: Assoc. Prof. Pham Van Giap / Dr. Nguyen Minh Quy / Mr. Bui Viet Dong  

         ・ University of Transportation and Communication: Dr. Nguyen Viet Thanh / Mr. Chen   

  ・Hanoi Water Resources University: Dr. Pham Thanh Hai 

 

 ○主要意見交換テーマ 

・地盤改良 

 

 

2017年度第2回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2017年10月16日～10月20日 

 

 ○場所 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 

菅原法城・宮田正史・加藤絵万・川端雄一郎・稲葉正明・岩波光保・福手勤・中野敏彦 
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  ・日本 横須賀市 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・川嶋聖一：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 次長 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・田中正紘：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

・山下 篤：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 審議役 

・谷口文彦：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 主任研究員 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Dr. Do Huu Thang/ Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr. Nguyen Duc Hau / Mr. Ngo Tri Hieu 

 

 ○主要意見交換テーマ 

・総則 

・荷重と作用 

・材料 

・基礎 

・地盤改良 

・施工と検収 

 

 

2017 年度第 3 回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2017年12月18日～12月22日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内、ダナン市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・竹信正寛：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 主任研究官 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・高見沢麻衣：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

・谷口文彦：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 主任研究員 

 

（ベトナム側） 

  ・Ministry of Transport: Dr. Tran Thai Minh 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Dr. Do Huu Thang/ Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr. Dang Cong Minh 

Mr. Nguyen Duc Hau / Mr. Ngo Tri Hieu / Mr. Do Ngoc Ha/ Mr. Nguyen Man Hoang Vu 
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・ University of Transportation and Communication: Mr. Nguyen Thang Trung / Dr. Nguyen Viet Thanh 

・PORTCAST Consultant Corporation: Mr. Nguyen Manh Ung      

   ・Vietnam Association of Port (VAPO): Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Hue / Mr. Tran Van Dung 

    

 ○主要意見交換テーマ 

・材料 

・基礎 

・地盤改良 

・係留施設 

 

 

2018年度第1回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2018年4月24日～4月27日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・菊池喜昭：東京理科大学 理工学部土木工学科 教授 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau/ Mr. Nguyen Trung Them /Mr. Hoang Son Dinh  

 

 ○主要意見交換テーマ 

・材料 

・基礎 

・地盤改良 

  ・係留施設 

  ・維持管理 

 

 

2018年度第2回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2018年8月20日～8月23日 

 

 ○場所 

  ・日本 横須賀市内 

○主な参加者 

 （日本側） 

・岩波光保：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・菊池喜昭：東京理科大学 理工学部土木工学科 教授 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・福手 勤：東洋大学理工学部環境デザイン学科 教授 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・竹信正寛：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 主任研究官 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 

菅原法城・宮田正史・加藤絵万・川端雄一郎・稲葉正明・岩波光保・福手勤・中野敏彦 
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・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・山路 徹：港湾空港技術研究所 構造研究領域長 

・加藤絵万：港湾空港技術研究所 構造研究グループ長 

・川端雄一郎：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 主任研究官 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Mr. Hoang Son Dinh / Mr. To Trung Hieu / Mr. Nguyen Duc Hau  

 

 ○主要意見交換テーマ 

･材料 

･基礎 

･地盤改良 

・維持管理 

・設計事例 

 

 

2018年度第3回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2018年11月12日～11月16日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・菊池喜昭：東京理科大学 理工学部土木工学科 教授 

・清宮  理：早稲田大学 創造理工学部社会環境工学科 教授 

・福手 勤：東洋大学理工学部環境デザイン学科 教授 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 

・加藤絵万：港湾空港技術研究所 構造研究グループ長 

・川端雄一郎：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 主任研究官 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

・中濱和人：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 主任研究員 

・福地好江：株式会社 日本港湾コンサルタント 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Ph.D. Nguyen Xuan Khang / Mr. Nguyen Trung Them / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau  

Mr. Hoang Son Dinh / Mr. Le Manh Han / Mr. Do Ngoc Ha/ Mr. Dang Cong Minh / 

Mr. Nguyen Duc Hau / Mr. Ngo Tri Hieu / Dr. Ngo Doan Dung  

         ・ Transport Enginnering Construction and quality Management Bureau: Mr. Tan Viet Kien         

  ・National University of Civil Engineering:  

Ph.D. Pham Van Giap / Ph.D. Nguyen Minh Quy / Ph.D. Bui Viet Dong  

Ph.D. Bach Duong / Mr. Nguyen Ngoc Vuong / Mr. Nguyen Duc Manh 

        ・University of Transport and Communications: Mr. Nguyen Thanh Trung / Dr. Nguyen Viet Thanh 
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        ・University of Transport Technology: Ph.D. Nguyen Kien Quyet 

        ・Vinamarine: Mr. Nguyen Duy Hoan 

        ・B12 Company: Mr. Dang Ba Tuan / Mr. Vu Van Viet 

    ・ Vietnam Association of Port (VAPO): Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Hue / Mr. Tran Van dung 

・PORTCAST Consultant Corporation: Mr. Nguyen Manh Ung 

・FECON: Mr. Tran Huy Hung 

・CMB: Mr. Bui Dang Huy 

・Haiphong Port: Mr. Nguyen Xuan Son 

・PVGAS: Mr. Hoang An / Mr. Phan Tien Hung / Mr. Vu Xuan Hung 

・FREYSSINET VIETNAM: Mr. Nguyen Minh Ngoc / Mr. Pham Van Dinh 

    

 ○主要意見交換テーマ 

・基礎 

・地盤改良 

・係留施設 

  ・維持管理 

 

 

2018年度第4回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2018年12月10日～12月14日 

 

 ○場所 

  ・日本 横須賀市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・菊池喜昭：東京理科大学 理工学部土木工学科 教授 

・北誥昌樹：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・福手 勤：東洋大学理工学部環境デザイン学科 教授 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 

・中村 建：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾技術担当課長 

・中村俊之：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾技術担当 

・森川嘉之：港湾空港技術研究所 地盤研究領域長 

・加藤絵万：港湾空港技術研究所 構造研究グループ長 

・川端雄一郎：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 主任研究官 

・染谷 望：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 研究官 

・田中 豊：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 研究官 

・田土弘人：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 依頼研修員 

・黒木賢一：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 依頼研修員 

・水野達雄：株式会社 日本港湾コンサルタント 事業推進本部 事業推進部長 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Mr. Nguyen Van Thanh / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr. Nguyen Duc Hau  

                Dr. Ngo Doan Dung / To Trung Hieu 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 

菅原法城・宮田正史・加藤絵万・川端雄一郎・稲葉正明・岩波光保・福手勤・中野敏彦 
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        ・National University of Civil Engineering: Ph.D. Bach Duong  

 

 ○主要意見交換テーマ 

・基礎 

・地盤改良 

・係留施設 

  ・維持管理 

 

 

2018年度第5回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2019年1月14日～1月18日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・清宮  理：早稲田大学 創造理工学部社会環境工学科 教授 

・藤井 敦：国土技術政策総合研究所 港湾研究部長 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Ministry of Transport: Dr. Tran Thai Minh 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Mr. Nguyen Trung Them / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau / Mr. Hoang Son Dinh  

  Mr. Le Manh Han / Mr. Do Ngoc Ha /Mr. Dang Cong Minh / Mr. Nguyen Duc Hau / 

 Mr. Ngo Tri Hieu / Dr. Ngo Doan Dung 

         ・Uniersity of Transport and Communications: Mr. Nguyen Thanh Trung / Dr. Nguyen Viet Tranh 

          ・ Vietnam Association of Port (VAPO): Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Hue / Mr. Tran Van dung 

         ・PORTCAST Consultant Corporation: Mr. Nguyen Manh Ung 

  

 ○主要意見交換テーマ 

・基礎 

  ・維持管理 

  ・設計事例 

 

 

2019年度第1回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2019年5月27日～5月31日 

 

 ○場所 

  ・日本 横須賀市内 

 

 ○主な参加者 
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 （日本側） 

・藤井 敦：国土技術政策総合研究所 港湾研究部長 

・中野敏彦：国土技術政策総合研究所 管理調整部 港湾技術政策分析官 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・柴下達哉：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 交流研究員 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

         ・National University of Civil Engineering:  

Ph.D. Nguyen Minh Quy / Ph.D. Bach Duong / Mr. Nguyen Duc Manh 

 

 ○主要意見交換テーマ 

・係留施設 

  ・維持管理 

  ・設計事例 

 

 

2019年度第2回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2019年7月8日～7月12日 

 

 ○場所 

  ・日本 横須賀市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・岩波光保：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・菅野高弘：関東学院大学 理工学部 教授 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・加藤絵万：港湾空港技術研究所 構造研究グループ長 

・川端雄一郎：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 主任研究官 

・小松 明：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 調査役 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

          ・ Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

               Mr. Dang Cong Minh / Dr. Ngo Doan Dung / Mr. To Trung Hieu         

   

 ○主要意見交換テーマ 

・維持管理 

   

 

 

2019年度第3回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2019年9月10日～9月14日 

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 

菅原法城・宮田正史・加藤絵万・川端雄一郎・稲葉正明・岩波光保・福手勤・中野敏彦 
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 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・清宮 理：早稲田大学 創造理工学部社会環境工学科 教授 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・柴下達哉：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 交流研究員 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Ministry of Transport: Assoc. Prof. Hoang Ha / Dr. Tran Thai Minh 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Mr. Nguyen Trung Them / Mr. Nguyen Van Thanh / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau  

Mr. Dang Cong Minh / Mr. Hoang Son Dinh / Mr. Huynh Dang Vinh / Dr. Ngo Doan Dung 

Mr. Nguyen Duc Hau / Mr. Bach Duong / Mr. To Trung Hieu / Mr. Bui Ngoc Hung / Mr. Phan Dao Anh Tu 

         ・National University of Civil Engineering: Ph.D. Nguyen Minh Quy  

         ・TEDIPORT: Dr. Do Huu Thang 

         ・VINAMARINE: Mr. Nguyen Duy Hoan   

   

 ○主要意見交換テーマ 

・係留施設 

・維持管理 

   

   

2019年度第4回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2019年10月28日～11月1日 

 

 ○場所 

  ・日本 横須賀市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・岩波光保：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・中本 隆：国土交通省 港湾局 技術企画課 技術監理室長 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・柴下達哉：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 交流研究員 

・加藤絵万：港湾空港技術研究所 構造研究グループ長 

・川端雄一郎：港湾空港技術研究所 構造研究グループ 主任研究官 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Mr. Nguyen Trung Them / Mr. Bui Ngoc Hung / Mr. Ngo Doan Dung / Mr. To Trung Hieu 

     ・National University of Civil Engineering: Ph.D. Nguyen Minh Quy  
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 ○主要意見交換テーマ 

・係留施設 

  ・維持管理 

 

 

2019年度第5回ワークショップ 

 ○日程 

  ・2020年1月6日～1月10日 

 

 ○場所 

  ・ベトナム ハノイ市内 

 

 ○主な参加者 

 （日本側） 

・岩波光保：東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

・中本 隆：国土交通省 港湾局 技術企画課 技術監理室長 

・諸星一信：国土技術政策総合研究所 副所長 

・村上 学：国土技術政策総合研究所 企画調整課長 

・宮田正史：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室長 

・菅原法城：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 研究官 

・三上 裕：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・宇野喜之：一般財団法人 国際臨海開発研究センター 主任研究員 

・坂 克人：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 研究主幹 

・稲葉正明：一般財団法人 港湾空港総合技術センター 上席研究員 

 

（ベトナム側） 

・Institute of Transport Science and Technology (ITST): 

Ph.D. Nguyen Xuan Khang / Mr. Nguyen Trung Them / Assoc. Prof. Nguyen Huu Dau  

Mr. Hoang Son Dinh / Mr. Dang Cong Minh / Dr. Ngo Doan Dung /  

Mr. Hoang Son Dinh / Mr. Ngo Tri Hieu 

・National University of Civil Engineering:  

Assoc. Prof. Mr. Nguyen Manh Ung / Ph.D. Pham Van Giap / Ph.D. Nguyen Minh Quy / 

Ph.D. Bach Duong / Mr. Nguyen Duc Manh 

        ・University of Transport Technology: Ph.D. Nguyen Kien Quyet 

   ・PORTCAST Consultant Corporation: Mr. To Trung Hieu 

 

 ○主要意見交換テーマ 

・係留施設 

・維持管理 
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付録 B これまで策定した基準及び基準案の目次 

 

B.1 設計基準のうち総則編の目次 

 

1. Scope of application （適用範囲） 

2. References（関連基準） 

3. Terms and definitions（用語と定義） 

4. Symbols and abbreviations （記号と略称） 

4.1 Symbols （記号） 

4.2 Abbreviations（略称） 

5. Grading of Marine Port Facilities （港湾施設のグレード分け） 

6. Design Work Life of Marine port Facilities （港湾施設の設計供用期間） 

7. General Principles（一般原則） 

7.1 Design principles（設計の原則） 

7.2 Design conditions（設計条件） 

7.3 Construction and maintenance（施工と維持管理） 

Appendix A   Grading of Marine Port Facilities Based on Durability and Fire Resistance Level (regulation)（耐久性と耐火性のレ 

ベルに基づく、港湾施設のグレード分けの規定） 

Appendix B Geotechnical data (regulation)（地盤データに関する規定） 

Appendix C  Design Work Life of Marine Port Facilities Determined by ISO 2394 (1998) and BS 6349:1-1-2013 (informative)

（ISO2394、BS6349 によって決められる構造物の設計供用期間） 

Appendix D Analysis of Extreme Values (informative)（極値理論による分析） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.2 設計基準のうち荷重と作用編の目次 

 

1 Scope of Application（適用範囲） 

2 References（関連基準） 

3 Terms, Definitions, Symbols and Abbreviations（用語の定義、記号、略称） 

3.1 Terms, definitions（用語の定義） 

3.2 Symbols and Abbreviations（記号と略称） 

4 General Principles （一般原則） 

4.1 Genaral（総則） 

4.2 Classification of actions（作用の分類） 

4.3 Characteristic values of actions（作用の特性値） 

4.4 Other representative values of variable actions（変動状態の代表値） 

4.5 Material and product properties（材料、製品の性質） 

4.6 Partial factors and combination formulae（部分係数、組み合わせの式） 

4.7 Assessment of actions（作用の評価） 

4.8 Design situations and combinations of actions（設計条件と作用の組み合わせ） 

5 Meteorology and Oceanography（気象と海象） 

5.1 Genaral （総論） 

5.2 Winds （風） 

5.3 Water levels（潮位） 
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5.4 Waves （波） 

5.5 Water Currents（水流）  

6 Geotechnical Conditions （地盤条件） 

6.1. Ground Investigation （地盤調査） 

6.2. Ground Constants （地盤定数） 

7 Earthquakes （地震） 

7.1. General （総論） 

7.2. Earthquake Resistance of Port and Harbor Facilities in Design（設計における港湾の施設の耐震性） 

7.3. Seismic Coefficient Method （震度法） 

7.4. Design Seismic Coefficient （設計震度） 

8 Earth Pressure  

9 Ground Liquefaction（地盤の液状化） 

10 Ground Subsidence（地盤沈下） 

11 Ships（船舶） 

11.1 Principal Dimensions of Design Ships（対象船舶の主要な諸元） 

11.2 Actions Caused by Ships（船舶による作用） 

12 Environmental Actions（環境作用） 

12.1 The Environmental Factors Affecting to Marine Port Facilities（港湾の施設に影響する主要な環境要因）  

12.2 Influence of Environmental Impact to Port Facilities（港湾の施設に対する環境の影響） 

12.3 Assessing the Environmental Impact to Port Facilities（港湾の施設に対する環境の影響の評価） 

13 Self Weight and Loads Action （自重と荷重の作用） 

13.1 General（総論） 

13.2 Definition of Self Weight and Loads Action（自重と荷重の作用の定義）  

13.3 Self Weight （自重） 

13.4 Loads Action（荷重） 

Appendix A - Force due to the wind pressure on the structure (informative)（構造物における風圧力による力） 

Appendix B - Some informative issues about tidal water levels（潮位に関するいくつかの問題点） 

Appendix C - Wave - Theoretical basis (informative)（波の理論） 

Appendix D - Independent extremes analysis (informative)（極値理論） 

Appendix E - Waves and currents of actions (informative)（波と流れの作用） 

Appendix F - Approximate method of assessment of response and displacement of simple structures under cyclical loading 

(informative)（単純な構造物の繰り返し載荷時の変位と応答の近似的な評価方法） 

Appendix G - Wind and current forces formulations (informative)（風と流れによる力の式） 

Appendix H – Littoral drift and prediction of beach deformation (informative)（漂砂と海浜変形の予測） 

Appendix I - Meteorological and Marine Observations and Investigations (informative)（気象海象の観測、調査） 

Appendix J - Calculating the water pressure (informative)（水圧の計算） 

Appendix K - Prediction, Judgment and Measures of Liquefaction (informative)（液状化の予測と判定） 

Appendix L - Principal Dimensions of Design Ship (informative)（対象船舶の主要な諸元） 

Appendix M – Guidance on assessment of acceptable wave conditions for moored vessels  (BS 6349-1-1: 2013) (informative)（係留 

された船舶についての許容できる波浪条件の評価） 

Appendix N - Loads of mining equipment (informative)（鉱物の荷役のための機材） 

Bibliography（参考文献） 
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B.3 設計基準のうち材料編の目次 

 

1. Scope of Application （適用範囲） 

2. References（関連基準） 

3 Terms and definitions（用語と定義） 

4 General requirements（一般的な要求事項） 

5. Steel（鋼材） 

5.1 General（総論） 

5.2 Characteristic Values of steel（鋼材の特性値） 

5.3 Corrosion Protection（防食） 

6. Concrete（コンクリート）  

6.1 General（総論） 

6.2 Materials made of Concrete and Reinforcement Concrete（鉄筋コンクリート） 

6.3 Requirements for concrete and mortar（コンクリートとモルタルについての要求事項） 

6.4 Concrete Quality and Performance Characteristics（コンクリートの品質と性能の特徴） 

6.5 Underwater concrete（水中コンクート） 

6.6 Concrete Pile Materials（コンクリート杭） 

7. Stone（石材） 

7.1 General（総論） 

7.2 Rubble for Foundation Mound（捨石基礎マウンド） 

7.3 Backfilling Materials（中詰め材） 

7.4 Base Coarse Materials of Pavement（舗装のための粗骨材） 

8. Sand and clay（砂と粘土） 

8.1 Sand（砂） 

8.2 clay（粘土） 

9. Bituminous Materials（瀝青材料） 

9.1 General（総論） 

9.2 Asphalt Mats（アスファルトマット） 

9.3 Paving Materials（舗装材） 

9.4 Sand Mastic Asphalt（サンド・マスチック・アスファルト） 

10. Timber （木材） 

10.1 General（総論） 

10.2 Strength Performance（強度の性能） 

10.3 Durability（耐久性） 

11. Recyclable Materials（リサイクル材）  

11.1 General（総論） 

11.2 Slag（スラグ） 

11.3 Crushed Concrete（破砕コンクリート） 

11.4 Asphalt Concrete Recycling（アスファルトコンクリートのリサイクル） 

11.5 Dredged Soil（浚渫土砂） 

12. Other Material（その他の材料） 

12.1 Plastic and Rubber（ブラスチックとゴム） 

12.2 Painting Materials（塗装材） 

12.3 Grouting Materials（グラウト材） 

12.4 Oyster Shell（貝殻） 
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Appendix A (Refer) Corrosion rate of steel in the marine environment（海洋環境における鋼材の腐食速度） 

Appendix B (Refer) Technical requirements for stone and sand materials used in marine port facilities（鉱山構造物における石、

砂に関する技術的要求事項） 

Appendix C (Refer) Friction Coefficient（摩擦係数） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.4 設計基準のうち基礎編の目次 

 

1 Scope of Application （適用範囲） 

2 References （関連基準） 

3 Terms, definitions, Symbols and Abbreviations（用語、定義、記号、略称）  

4 General Principles（一般規定） 

4.1 General （総論） 

4.2 Actions （作用） 

4.3 Ground Properties（地盤の特性）  

4.4 Geometrical Data（地盤データ） 

4.5 Characteristic Values（特性値） 

4.6 Design Values（設計値） 

4.7 Ultimate Limit States（終局限界状態） 

4.8 Serviceability Limit States（使用限界状態） 

4.9 Limiting Values for Movements of Foundations（基礎移動の限界値） 

4.10 Soils（土） 

5 Earth Pressures （土圧） 

5.1 General（総論） 

5.2 Earth Pressure at Permanent Situation（土圧と永続状態） 

5.3 Earth Pressure during Earthquake（地震時の土圧） 

6 Settlement of Foundations（基礎の沈下） 

6.1 Stress in Soil Mass （地中応力） 

6.2 Immediate Settlement（即時沈下） 

6.3 Consolidation Settlement （圧密沈下） 

6.4 Lateral Displacement（側方変位） 

6.5 Differential Settlements（不同沈下） 

7 Shallow Foundations（浅い基礎） 

7.1 General （総論） 

7.2 Actions and Design Situations （作用と設計状況） 

7.3 Design Considerations（設計時の考慮事項） 

7.4 Calculation Models（計算モデル） 

7.5 Ultimate Limit State design（終局限界状態設計） 

7.6 Serviceability Limit State Design（使用限界状態設計） 

7.7 Structural Design （構造設計） 

8 Pile Foundations（杭基礎） 

8.1 General （総論） 

8.2 Choice and Design of Pile Foundations（杭基礎の選択と設計） 

8.3 Actions and Design Situations（作用と設計状況） 
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8.4 Design Considerations（設計時の考慮事項） 

8.5 Calculation Models（計算モデル） 

8.6 Ultimate Limit State Design（終局限界状態設計） 

8.7 Serviceability Limit State Design（使用限界状態設計） 

8.9 Structural Design（構造設計） 

9 Hydraulic Failure（水圧による破壊） 

9.1 General（総論） 

9.2 Failure by Heave（ヒービング（盤ぶくれ）による破壊） 

10 Overall Stability（全体の安定性） 

10.1 General（総論） 

10.2 Limit States（限界状態） 

10.3 Actions and Design Situations（作用と設計状況） 

10.4 Design and Construction Considerations（設計と施工時の考慮事項） 

10.5 Ultimate Limit State Design（終局限界状態設計） 

10.6 Serviceability Limit State Design（使用限界状態設計） 

10.7 Monitoring（モニタリング） 

 

Appendix A  Design Approach and Values of Partial, Correlation and Model Factors for Ultimate Limit States  (regulation) 

（終局限界状態に関する部分係数、補正係数、モデルファクターと設計法） 

Appendix B Bearing Capacity of Shallow Foundations (informative)（浅い基礎の支持力） 

Appendix C Bearing Capacity of Pile Foundations (informative)（杭基礎の支持力） 

Appendix D Bearing Capacity of piles in rock (informative)（岩盤中の杭の支持力） 

Appendix E Method of determining the horizontal load bearing capacity of pile (informative)（杭の水平支持力の算定方法） 

Appendix F Stability of Slopes (informative)（斜面の安定性） 

Appendix G Sample Methods for Settlement Evaluation (informative)（沈下評価方法の事例） 

Appendix H Density Indices (informative)（地盤の密度指数） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.5 設計基準のうち地盤改良編の目次 

 

1 Scope of Application（適用範囲） 

2 References （関連基準） 

3 Terms, Definitions, Symbols and Abbreviations（用語、定義、記号、略称） 

3.1 Terms, definitions（用語と定義） 

3.2 Symbols and Abbreviations（記号と略称） 

4 General Principles（一般規定） 

5 Replacement Method（置換工法） 

5.1 General（総論） 

5.2 Stability Analysis（安定性解析） 

5.3 Settlement Analysis（沈下解析） 

5.4 Liquefaction Analysis（液状化解析） 

5.5 Material of fill（詰材） 

6 Deep mixing Method（深層混合処理工法） 

6.1. General（総論） 
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6.2. Typical Improvement Pattern（典型的な改良パターン） 

6.3. Design（設計） 

7 Sand Compaction Pile Method（サンドコンパクションパイル工法） 

7.1 Introduction（はじめに） 

7.2 Design Procedures for Clay Ground（粘性土地盤のための設計手順） 

7.3 Design Procedures for Sandy Ground（砂地盤のための設計手順） 

8 Vertical Drain Method（バーチカルドレーン工法） 

8.1. General（総論） 

8.2. Principles and Design Procedures（設計手順の原則） 

8.3. Materials（材料） 

Appendix A Pneumatic Flow Mixing Method（管中混合固化処理工法） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.6 設計基準のうち係留施設編の目次 

 

1 Scope of Apllication （適用範囲） 

2 References（関連基準） 

3 Symbols, Terms and Definition （記号、用語の定義） 

3.1 Terminology and Definitions（専門用語と定義） 

3.2 Symbol（記号） 

3.3 Abbreviations（略称） 

4 Dimensions of Berths （バースの諸元） 

4.1 General Principals（一般原則） 

4.2 Length of Berths（バース長） 

4.3 Design Water Level （設計潮位） 

4.4 Crown Heights of Mooring Facilities（係留施設の天端高） 

4.5 Water Depth （水深） 

4.6 Dimensions of the Water Area in-front of Berth（バース前面の水域の諸元） 

4.7 Width of the Apron（エプロンの幅） 

4.8 Protection Against Scouring （洗掘防止工） 

5 Design Methods（設計法） 

5.1 General（一般） 

5.2 Partial Factor Design Method（部分係数法） 

5.3 Load and Resistance Factor Design Method (HSTS) （負荷因子と抵抗因子工法） 

5.4 Structural calculations（構造計算） 

6 Gravity Type Quaywall（重力式岸壁） 

6.1 General Requirement （一般要求事項） 

6.2 Actions（作用） 

6.3 Some Regulations When Identifying Impacts on the Gravity Berth （重力式バースへの影響を特定する際の規定） 

6.4 Design Check by Using Partial Factor Method（部分係数法による照査） 

6.5 Examination (or Design check) by Using Load and Resistance Factor Design Method（荷重抵抗係数アプローチの説明） 

7 Sheet Pile Quaywalls（矢板式岸壁） 

7.1 General Principles（一般原則） 

7.2 Actions and Effects of Actions on Sheet Pile Wall （矢板壁に対する作用とその影響） 
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7.3 Sheet Pile Quaywalls with Anchorage （控え矢板式岸壁） 

7.4 Sheet Pile Quaywalls with Relieving Platform（矢板による棚式岸壁） 

7.5 Sheet Pile Cellular-Bulkhead Quaywalls （矢板セル式岸壁） 

7.6 Cantilever Sheet Pile Walls（自立矢板式岸壁） 

7.7 Sheet Pile Quaywalls with Batter Piles in front （前方斜め支え杭矢板壁） 

7.8 Double Sheet Pile Quaywall（二重矢板式岸壁） 

8 Open-type Wharves on Piles （桟橋） 

8.1 General （総説） 

8.2 Layout and Dimensions （配置と諸元） 

8.3 External Forces Acting on Open-type Wharf （桟橋に作用する外力） 

8.4 Assumptions Regarding Sea Bottom Ground （海底地盤についての仮定） 

8.5 Design of Piles （杭の設計） 

8.6 Design of Earth-Retaining Section （土留部の設計） 

8.7 Examination of Stability Against Circular Slip （円弧滑りに対する検討） 

8.8 Calculation of Reinforcing Bar Arrangement of Superstructure（上部工の配筋の計算） 

8.9 Deflection Control and Deformations（変形とたわみ制御） 

9 Other types of Mooring Facilities（その他の係留施設） 

9.1 Detached Pier（デタッチドピア） 

9.2 Dolphins（ドルフィン） 

Appendix A External Forces Generated by Vessels Acting on Wharf （船舶による接岸力） 

Appendix B Auxiliary Items on the Wharf（付帯設備） 

Appendix C Load Combination under Load and Resistance Factor Design Method（荷重抵抗係数アプローチも下での荷重の組 

み合わせ） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.7 設計基準のうち防波堤編（TCCS）の目次 

 

1 Scope of Application（適用範囲） 

2 References（関連基準） 

3 Terms, Definitions and Symbols（用語の定義、記号） 

4 Technical grade  of Breakwater（防波堤の分類） 

5 Safety Standards of Breakwater（防波堤の安全基準） 

6 Requirements for Basic Documents for Designing a Breakwater（防波堤を設計するための基本的参考基準） 

7 Planning Requirements（計画要件） 

7.1 Requirements on Port Protection Breakwater Planning（防波堤の計画の要件） 

7.2 Requirements for Planning of Dyke Blocking the River Estuary（河口堤防の計画の要件） 

8 General Provisions on Design of Breakwater（傾斜堤の設計） 

9 Design of sloping breakwaters（傾斜堤の設計） 

9.1 Structure of sloping breakwaters （傾斜堤の構造） 

9.2 Determining Basic Parameters of a Sloping Breakwater（傾斜堤の基本パラメータの決定） 

9.3 Interaction Between waves and Sloping Breakwater（波浪と傾斜堤の相互作用） 

9.4 Design of the Overlay Block（被覆ブロックの設計） 

9.5 Design of Buffer Layer and Core of Sloping Breakwater（傾斜堤の緩衝層とコアの設計） 

9.6 Design of Head of Sloping Breakwater （傾斜堤の堤頭部の設計） 
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9.7 Calculation of Stability of Sloping Breakwater（傾斜堤の上部工の安定計算） 

10 Design of upright Breakwater（直立式防波堤の設計） 

10.1 Typical Cross Section of upright Breakwater （直立式防波堤の典型的な断面） 

10.2 Determining Basic parameters of upright Breakwater （直立式防波堤の基本パラメータの決定） 

10.3 Load Applied to upright Breakwater（直立式防波堤への作用荷重） 

10.4 Calculation of Concrete Caisson （ケーソンの設計） 

10.5  Design of Vertical Toe Protection Layer（根固ブロックの設計） 

11 Composite Breakwater（混成堤） 

11.1 Typical Cross Section of a Composite Breakwater（混成堤の典型断面） 

11.2 Determining Basic Dimensions of Composite Breakwater（混成堤の基本諸元の決定） 

11.3 Calculation of Inclined Roof Structure of Composite Breakwater（混成堤の基礎の計算） 

11.4 Calculation of Vertical Wall Structure of Composite Breakwater（混成堤の直立構造部分の設計） 

12 Other types of Breakwater （他のタイプの防波堤） 

12.1 Pile Breakwater（杭式防波堤） 

12.2 Semicircular Breakwater（半円形防波堤） 

12.3 Sheet Pile Breakwater (矢板式防波堤)  

12.4 Low-Crest Breakwater （潜堤） 

Appendix A Calculation of Wind Wave Factors（風力ファクターの計算） 

Appendix B Calculating Breakwater Stability（防波堤の安定性の計算） 

Appendix C Calculation of Caisson Design（ケーソンの設計計算） 

Appendix D Typical Overlay Blocks （典型的な被覆ブロック） 

Appendix E Method of Calculating Wave Pressure on A Semi-Circular Breakwater（半円形防波堤の波圧計算方法） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.8 施工・検収基準の目次 

 

1 Scope of Application 

2 References 

3 Terms, Definitions  

4 General Principles（一般原則） 

4.1 General（総論） 

4.2 Preparation（準備） 

4.3 Technical Working Underwater（水中での作業） 

5 Requirements for Materials（必要な材料） 

5.1 General Requirements （一般要求事項） 

5.2 Soil（土） 

5.3 Sand and Stone（砂と石） 

5.4 Aggregate（骨材） 

5.5 Steel Material（鋼材） 

5.6 Cement and Admixture（セメントと混和材料） 

5.7 Precast Concrete Product（プレキャストコンクリート製品） 

5.8 Bituminous Material（瀝青材料） 

5.9 Joint Filler（目地材料） 

5.10 Corrosion Protection Material（防食材料） 
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5.11 Fender（防舷材） 

5.12 Bitt and Bollard（係船柱） 

5.13 Curbs and Corner Plates（車止め・縁金物） 

5.14 Mat（マット） 

5.15 Others（その他） 

6 Requirements for work（施工の要求事項） 

6.1 Work for Concrete and Reinforced Concrete（無筋・鉄筋コンクリート） 

6.2 Implementation of General Work（一般施工） 

6.3 Work for ship channels and port waters area（運河や港湾地域における施工） 

6.4 Work for Breakwater （防波堤） 

6.5 Work for Wharf（係留施設） 

7. Requirements for acceptances（検収における要求事項） 

7.1 Quality control criteria for port and harbor works（港湾工事品質管理基準） 

7.2. Shape Size Control Criteria for Port and Harbor Work（港湾工事の出来型管理基準 ） 

Appendix A  Form, Records to Control for Quality （品質管理記録様式） 

Appendix B Form, Records to Control for Shape Size（出来型管理記録様式） 

Bibliography（参考文献） 

 

 

B.9 維持管理基準の目次 

 

1 Scope of Application 

2 References 

3 Terms, Definitions and Symbols 

4.  Principle of Maintenance（維持管理の原則） 

4.1 General（総論） 

4.2 Marine Port Facilities Maintenance is based on LCM（LCM に基づく港湾施設の維持管理） 

4.3 Maintenance program selection from the design stage and construction（維持管理に配慮した設計、施工） 

5. Deformation Patterns in Marine Port Facilities and Maintenance（港湾施設の変状傾向と維持管理） 

5.1 General（総論） 

5.2 Waterways and Basins（航路、泊地） 

5.3 Protective Facilities（外郭施設） 

5.4 Mooring Facilities（係留施設） 

6 Periodic Inspection and Evaluation for Maririne Port Facilities（港湾の施設の点検診断とその評価） 

6.1 General（総論） 

6.2 Periodic Inspection and Evaluation for Waterway and Basins（航路、泊地の定期点検とその評価） 

6.3 Periodic Inspection and Evaluation for Protective Facilities（外郭の定期点検とその評価） 

6.4 Periodic Inspection and Evaluation for Mooring Facilities （係留施設の定期点検とその評価） 

7 Prediction for Progression of Deterioration（劣化の進行予測） 

7.1 General（総論） 

7.2 Prediction of Deterioration of Port Structure Members（港湾構造物の部材の劣化予測） 

8 Countermeasures（対策・補修） 

8.1  General（総論） 

8.2 Countermeasures for Steel Structures（鋼構造物の対策・補修） 

8.3 Countermeasures for Concrete Structure（コンクリート構造物の対策・補修） 
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9 Report and Record of Maintence Document（維持管理に関する書類の記録と報告） 

9.1  General（総論） 

9.2  Periodic Inspection Report（定期点検の報告） 

9.3  Documentation（証拠書類） 

Appendix A Check Items and Deterioration Judgment Criteria for Periodic Inspection（定期点検の判定基準） 

Appendix B Check Items and Deterioration Judgment Criteria for Regular Inspection（日常点検の判定基準） 

Appendix C The Timing and Frequency of Periodical Inspection（定期点検の時期と頻度） 

Appendix D Method for Derivation of Performance Drop （性能低下度の導出方法） 

Appendix E Method to Predict the Life Expectancy of Reinforced Concrete（鉄筋コンクリートの残寿命予測の方法） 

Appendix F Information for Setting up Maintenance Program for Port Facilities（港湾の施設の維持管理計画策定の参考情報） 

Bibliography（参考文献） 

 

 



付録C　ベトナムでの共同研究の成果報告書
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付録 D 設計基準（材料編）について 

 

MARINE PORT FACILITIES -DESIGN STANDARDS- 

PART 3: TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE MATERIALS  

（海洋港湾構造物－設計基準－，Part3：材料に関する要求事項） 

 

1. 日本側の技術協力者（役職は、基準編集当時） 

 ・岩波光保 氏（東京工業大学 環境・社会理工学院 教授） 

 ・清宮 理 氏（早稲田大学創造理工学部 教授） 

 

2. 基準概要 

【凡例】●：章の概要． 〇：主要な記載内容． ※海外基準（日本基準，BS 規格，ユーロコード等）との関係性 

 

目次 概要 

1. Scope of application （適用範囲） ●本基準の適用範囲が記載されている． 

〇ベトナム国内の海港（Sea port）の新規建設および改良が

適用範囲とされている． 

2. References（関連基準） ●本基準の参照基準が記載されている． 

〇ベトナム国内の関連基準が記載されている． 

・コンクリート関連基準 

・鋼材関連基準 

・防食材料関連基準 

3. Symbol, terminology and definitions 

（記号、用語、定義） 

●本基準で利用される主要用語と定義が記載されている． 

  ・鋼材の特性値 

  ・コンクリート強度の特性値 

4. General（総論） ●本基準に関する一般的な規定が記載されている． 

〇本規格（最小仕様）を遵守することが記載されている． 

〇他基準を利用する場合の規定が記載されている． 

・海外規格（JIS, BS, ASTM）を利用する場合は，本規

格の要件と同等以上を保証する必要がある． 

※代表的な海外規格として，JIS が，BS と ASTM と並記

されている．  

〇国内基準がない新材料への対応が記載されている． 

 ・海外規格の技術要件に従い，品質確保を行う． 

  ⇒国内リサイクル材（セメント，コンクリート塊，ア

スファルト，浚渫土砂） 

  ⇒その他（アスファルトマット，炭素繊維等） 

5. Steel（鋼材） ●港湾建設で利用する鋼材に関する規定が記載されてい

る． 

〇各種の適用規格（ベトナム基準）の一覧表が記載されて

いる． 

・構造用鋼材，鋼管杭，鋼矢板，鋼管矢板，鋳造，溶接

棒，ボルト，鋼ワイヤー，鋼棒等 

〇鋼材の基本物性（ヤング率，剛性等）が記載されている． 

〇鋼材の降伏強度等の特性値が記載されている． 

〇海面付近の鋼材の腐食速度，防食方法，防食関連規格（陽

極，被覆材），電気防食の効果（防食率）等が記載され

ている． 

※防食率の考え方や参考値については，日本基準（H19

版）の内容が引用されている． 

6. Concrete（コンクリート）  ●港湾建設で利用する鉄筋コンクリートに関する規定が

記載されている． 

〇各種の適用規格（ベトナム基準）の一覧表が記載されて

いる． 
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 ・コンクリート, 鉄筋コンクリート, セメント, 水, 骨

材, 添加剤 

〇アルカリ骨材反応・鉄筋腐食の抑制方法に関する規定が

記載されている． 

※上記の抑制方法（総アルカリ量, 塩化物イオン量の上

限値）については，日本基準（H30 版）の内容が引用

されている． 

〇コンクリート強度の特性値，最大水セメント比や粗骨材

の最大寸法に関する規定が記載されている． 

※最大水セメント比及び粗骨材の最大寸法については，

日本基準（H30 版）の内容が参考とされている．ただ

し，最大水セメント比は，以下項目については日本基

準より厳しく設定されている． 

 ・無筋コンクリート 

（防波堤上部工等）：65⇒60 % 

・鉄筋コンクリート 

（係船岸上部工等）：60⇒55 % 

（桟橋上部工等） ：(規定なし)⇒50 % 

（消波ブロック） ：55⇒50 % 

（控杭上部工等） ：60⇒55 % 

〇水中コンクリートに関する規定が記載されている． 

〇コンクリート杭に関する規定が記載されている． 

7. Stone （石材） ●港湾建設で利用する石材に関する規定が記載されてい

る． 

〇以下の事項が記載されている． 

一般要件，石材の物理的性質，基礎捨石，裏込材（石） 

※日本基準（H30 版）の内容が引用されている． 

8. Stone （土砂） ●港湾建設で利用する土砂に関する規定が記載されてい

る． 

〇土砂に関する一般的事項が記載されている． 

 基礎，地盤改良，埋立材等 

9. Bituminous Materials（瀝青材料） ●港湾建設で利用する瀝青材に関する規定が記載されて

いる． 

〇以下材料に関する事項が記載されている． 

・摩擦増大用アスファルトマット 

・舗装アスファルト材料 

・サンドマスチック 

※日本基準（H30 版）の内容が引用されている． 

10. Wooden Materials（木材）  ●港湾建設で利用する木材に関する規定が記載されてい

る． 

※日本基準（H30 版）の内容が引用されているが，基本事

項のみ記載されている．木材の強度規定は，ベトナム国

内基準がある． 

11. Recyclable Materials（リサイクル材）  ●港湾建設で利用するリサイクル材（再生資源材料）に関

する規定が記載されている． 

〇以下の事項が記載されている． 

 ・一般 

 ・スラグ 

 ・コンクリート塊 

 ・アスファルトコンクリート 

 ・浚渫土砂 

※日本基準（H30 版）の内容が引用されているが， 

12. Other Material（その他の材料） ●港湾建設で利用するその他材料（再生資源材料）に関す

る規定が記載されている． 

〇以下の事項が記載されている． 

 ・プラスチックとゴム 

 （ジオシンセティック，目地材料，防砂板等） 

 ・塗装材料 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 
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 ・注入材料 

 ・貝殻 

※日本基準（H30 版）の内容が引用されている． 

Annex A. Corrosion rate of steel in the marine 

environment 

（海洋環境下における鋼材の腐食速度） 

※第 5 章「鋼材」に関して，日本基準（「港湾の施設の技

術上の基準・同解説（2018 年）」に基づく鋼材腐食速度

の参考値が掲載されている． 

Annex B.  

（港湾建設に使用される石と砂の材料要件） 

※第 7 章「石材」・第 8 章「土砂」に関して，CIRIA（CIRIA 

C683 , The Rock Manual - The use of rock in hydraulic 

engineering）に基づく材料要件が掲載されている． 

Annex C.Friction Coefficient（摩擦係数） ※日本基準（「港湾の施設の技術上の基準・同解説（2018

年）」に基づく摩擦係数の参考値が記載されている． 

References（参考文献）  
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付録 E 設計基準（基礎編）について 

 

MARINE PORT FACILITIES -DESIGN REQUIREMENTS- 

PART 4-1: FOUNDATIONS 

（海洋港湾構造物－設計基準－，Part4-1：基礎） 

 

1. 日本側の技術協力者 

 ・菊池喜昭 氏（東京理科大学 理工学部 土木工学科 教授） 

 

2. 基準概要 

【凡例】●：章の概要． 〇：主要な記載内容． ※海外基準（日本基準，BS 規格，ユーロコード等）との関係性 

目次 概要 

1 Scope of application （適用範囲） ●本基準の適用範囲が記載されている． 

〇ベトナム国内の海港（Sea port）の新規建設および改良が

適用範囲とされている． 

2 References （関連基準） ●本基準の参照基準が記載されている． 

〇ベトナム国内の関連基準に加えて，以下の海外基準が記

載されている． 

・日本基準（OCDI2002，OCDI2009）（英訳版） 

・「港湾の施設の技術上の基準・同解説」(2018) 

・BS 6349-1-3: 2016  Maritime Work- Part 1-3: General - 

Code of practice for georechnical design 

3 Terms, definitions, symbols and abbreviations 

（用語、定義、記号、略称）  

●本基準で利用される主要用語と定義が記載されている． 

 

4 General rules（一般規定） ●本基準に関する一般的な規定が記載されている． 

 

※4 章は，BS EN1997-1:2004+AI:2013 を参考として記載が

なされている．  

4.1 General （総論） 〇総論が記載されている． 

4.2 Actions （作用） 〇作用に関する一般的な説明が記載されている． 

4.3 Ground properties（地盤の特性）  〇地盤特性に関する一般的な説明が記載されている． 

4.4 Geometrical data（地盤データ） 〇地盤データに関する一般的な説明が記載されている． 

4.5 Characteristic values（特性値） 〇特性値の設定に関する説明が記載されている． 

4.6 Design values（設計値） 〇設計値の設定に関する説明が記載されている．設計値を

算定するための部分係数は，付録 A を参照するようにな

っている． 

4.7 Ultimate Limit States（終局限界状態） 〇考慮すべき終局限界状態に関する説明が記載されてい

る．各限界状態に適用する部分係数は，付録 A を参照す

るようになっている． 

4.8 Serviceability Limit States（使用限界状態） 〇考慮すべき限界状態に関する説明が記載されている．各

限界状態に適用する部分係数は，付録 A を参照するよう

になっている． 

4.9 Limiting values for movements of foundations 

（基礎移動の限界値） 

〇基礎移動の限界値を定める場合の留意点が記載されて

いる．  

4.10 Soils（土） 〇基礎の設計に利用する地盤パラメータの設定に関して，

標準的な方法が記載されている． 

5 Earth pressures （土圧） ●土圧の計算方法が記載されている． 

 

※5 章は，ベトナムの既往基準を参考として記載がなされ

ている． 

5.1 Active soil pressure（主働土圧） 〇主働土圧の計算方法が記載されている． 

5.2 Passive soil pressure（受働土圧） 〇受働土圧の計算方法が記載されている． 

5.3 Chart of soil pressure（土圧係数表） 計算実例の紹介 

6 Settlement of foundations（基礎の沈下） ●基礎の沈下予測等に関する事項が記載されている． 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 
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※本章は，日本基準（「港湾の施設の技術上の基準・同解

説（2018 年）」に基づく沈下計算の手法が記載されて

いる． 

6.1 Stress in soil mass （地中応力） 〇地盤上の荷重により発生する地中応力の算定手法に関

する基本的な事項が記載されている． 

6.2 Immediate settlement（即時沈下） 〇地盤上の荷重により発生する地盤即時沈下の算定手法

に関する基本的な事項が記載されている． 

6.3 Consolidation settlement （圧密沈下） 〇地盤上の荷重により発生する圧密沈下の算定手法に関

する基本的な事項が記載されている． 

6.4 Lateral displacement（側方変位） 〇地盤の水平変位に関する基本的な留意点が記載されて

いる． 

6.5 Differential settlements（不同沈下） 〇地盤の不同沈下に関する基本的な留意点が記載されて

いる． 

7 Shallow foundations（浅い基礎） ●浅い基礎の設計に関する事項が記載されている． 

※第 7 章は，BS 規格（BS 8004:2015 Code of practice for 

foundations）を参考に全体的に編集されている．但し，

本章の冒頭に，以下の記載があり，付録 B の日本基準も

利用できる体系となっている． 

  ・各現場の設計条件等により，本章に示す方法または

付録 B に示す方法を採用することができる． 

7.1 Choice and design of spread foundations 

（直接基礎の選択と設計） 

〇基礎の種類（矩形形状，線状）に関する基礎的事項が記

載されている． 

7.2 Actions and design situations 

（作用と設計状況） 

〇作用と設計状況に関する基礎的事項が記載されている． 

7.3 Design considerations 

（設計時の考慮事項） 

〇浅い基礎の設計時に考慮すべき事項が記載されている． 

 ・総論 

 ・基礎の深さに関する注意事項 

7.4 Calculation models（計算におけるモデル化） 〇浅い基礎の安定計算（支持抵抗，滑動抵抗，沈下，安全

余裕の考え方）の方法が記載されている．  

7.5 Ultimate limit state design 

（終局限界状態設計） 

〇浅い基礎の終局限界状態の照査（支持力，滑動，転倒，

全体安定）に関する事項が記載されている． 

7.6 Serviceability limit state design 

（使用限界状態設計） 

〇浅い基礎の使用限界状態の照査（沈下，ヒービング，振

動）に関する事項が記載されている． 

7.7 Structural design （構造設計） 〇基礎の構造部材の設計に関する事項が記載されている． 

8 Pile foundations（杭基礎） ●杭基礎の設計に関する事項が記載されている． 

※第 8 章は，BS 規格（BS 8004:2015 Code of practice for 

foundations）を参考に全体的に編集されている．但し，

本章の冒頭に，以下の記載があり，付録 D の日本基準も

利用できる体系となっている． 

  ・各現場の設計条件等により，本章に示す方法または

付録 D に示す方法を採用することができる． 

8.1 Choice and design of pile foundations 

（杭基礎の選択と設計） 

〇杭種の選択のために各種の杭に関する基礎的事項が記

載されている． 

 ・掘削式場所打ちコンクリート杭 

 ・貫入式場所打ちコンクリート杭 

 ・既成杭（コンクリート杭，鋼管杭，マイクロパイル） 

  ・群杭 

8.2 Actions and design situations 

（作用と設計状況） 

〇コンクリート杭の設計に関する注意事項が記載されて

いる． 

8.3 Design considerations 

（設計時の考慮事項） 

〇杭基礎の設計時に考慮すべき事項が記載されている． 

 ・総論 

 ・地盤調査 

 ・杭の間隔 

8.4 Calculation models 

（計算におけるモデル化） 

〇杭基礎の照査のためのモデルとそれによる抵抗性能が

以下の項目に分けて記載されている．モデル化は，机上

計算と載荷試験による方法が紹介されている． 
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   ・押込み抵抗(ネガティブフリクションを含む) 

   ・引き抜き抵抗  

   ・水平抵抗 

   ・沈下 

   ・水平変位 

8.5 Ultimate limit state design 

（終局限界状態設計） 

〇杭基礎の終局限界状態の照査（杭の押し込み，杭の引き

抜き(水平力に対する抵抗を含む)）に関する事項が記載

されている． 

  ・水平力に対する抵抗についてのみ変位についても考慮

する． 

8.6 Serviceability limit state design 

（使用限界状態設計） 

〇杭基礎の使用限界状態の照査に関する事項が記載され

ている． 

  沈下に関する限界状態の項目が詳しく説明されている． 

8.7 Structural design（構造設計） 〇杭の構造部材の設計に関する事項が記載されている．詳

細は，ベトナム国内基準（コンクリート構造物：TCVN 

5574, 鋼構造物：TCVN 5575）を参照することとされて

いる． 

9 Hydraulic failure（水圧による破壊） ●地盤のヒービング破壊の照査に関する事項が記載され

ている． 

※10 章は，BS EN1997-1:2004+AI:2013 を参考として記載

がなされている． 

9.1 General（総論） 〇地盤のヒービング破壊に関する基礎的事項が記載され

ている． 

9.2 Failure by heave 

（ヒービング（盤ぶくれ）による破壊） 

〇地盤のヒービング破壊の照査に関する基礎的事項が記

載されている． 

10 Overall stability（全体の安定性） ●地盤の全体安定照査に関する事項が記載されている． 

※第 10 章は，BS 規格（BS 8004:2015 Code of practice for 

foundations）を参考に全体的に編集されている．但し，

本章の冒頭(10.1)に，以下の記載があり，斜面安定につい

ては付録 E の日本基準も利用できる体系となっている． 

  ・各現場の設計条件等により，本章に示す方法または

付録 E に示す方法を採用することができる． 

10.1 General（総論） 〇地盤の全体安定照査の適用範囲が記載されている． 

10.2 Limit states（限界状態） 〇地盤の全体安定照査において，考慮すべき限界状態が記

載されている． 

10.3 Actions and design situations 

（作用と設計状況） 

〇地盤の全体安定照査において考慮すべき作用と設計状

況が記載されている． 

10.4 Design and construction considerations 

（設計と施工時の考慮事項） 

〇地盤の全体安定に関して，設計時・施工時に考慮すべき

事項が記載されている． 

10.5 Ultimate limit state design 

（終局限界状態設計） 

〇地盤の全体安定における終局限界状態の照査に関する

事項が記載されている． 

10.6 Serviceability limit state design 

（使用限界状態設計） 

〇地盤の全体安定における終局限界状態の照査に関する

事項が記載されている． 

10.7 Monitoring（モニタリング） 〇地盤の全体安定におけるモニタリングに関する事項が

記載されている． 

Annex A. Design Approach and values of partial, 

correlation and model factors for ultimate limit states

（付録Ａ 終局限界状態に関する部分係数、補正係数、モ

デルファクターと設計法） 

※NA+AI:2014 to BS EN1997-1:2004+AI:2013 を参考として

記載がなされている．英国の国別部分係数が記載されて

いる． 

   ・国ごとに決定できるパラメータ 

   ・EQU 条件の照査に用いる部分係数 

   ・STR と GEO 条件の照査に用いる部分係数 

   ・UPL 条件の照査に用いる部分係数 

   ・HYD 条件の照査に用いる部分係数 

   ・モデル化に伴う補正係数 

Annex B. Bearing Capacity of Shallow Foundations 

（付録Ｂ 浅い基礎の支持力） 

※第 6 章の浅い基礎に関して，日本基準（「港湾の施設の

技術上の基準・同解説（2018 年）」に基づく設計方法，

照査式および部分係数が記載されている． 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 

～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取り組みを事例として～ 
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Annex C. Bearing Capacity of Deep Foundations 

（付録Ｃ 深い基礎の支持力） 

※深い基礎に関して，日本基準（「港湾の施設の技術上の

基準・同解説（2018 年）」に基づく設計方法，照査式お

よび部分係数が記載されている． 

この Annex は対応する章がベトナム基準にはないため，本

文中では参照されていない． 

Annex D. Bearing Capacity of Pile Foundations 

（付録Ｄ 杭基礎の支持力） 

※第 8 章の杭基礎に関して，日本基準（「港湾の施設の技

術上の基準・同解説（2018 年）」に基づく設計方法，照

査式および部分係数が記載されている． 

Annex E. Stability of Slopes（斜面の安定性） ※第 10 章の地盤の全体安定に関して，日本基準（「港湾

の施設の技術上の基準・同解説（2018 年）」に基づく設

計方法，照査式および部分係数が記載されている． 

Annex F. Earth Pressure（土圧） ※第 5 章の土圧に関して，日本基準（「港湾の施設の技術

上の基準・同解説（2018 年）」に基づく設計方法，照査式

および部分係数が記載されている． 

Annex G. Sample methods for settlement evaluation 

（沈下量評価の方法） 

※BS EN1997-1:2004+AI:2013 の付録を参考として記載が

なされている． 

Annex H. Density indices（地盤の密度指数） 相対密度 ID を N60 と土被り圧から推定する方法について

述べている．  

※EN 1997-2 2007 の付録を参考にして記載がなされてい

る． 

 

 

 

  



国総研資料 No.1131 

- 57 - 

 

付録 F 設計基準（地盤改良編）について 

 

MARINE PORT FACILITIES -DESIGN REQUIREMENTS- 

PART 4-1: SOIL INPROVEMENT 

（海洋港湾構造物－設計基準－，Part4-2：地盤改良） 

 

1. 日本側の技術協力者 

 ・北詰昌樹 氏（東京工業大学 環境・社会理工学院 教授） 

 ・森川嘉之 氏（港湾空港技術研究所 地盤研究領域 領域長） 

 

2. 基準概要 

【凡例】●：章の概要． 〇：主要な記載内容． ※日本基準との関係性 

目次 概要 

1 Scope of application（適用範囲） ●本基準の適用範囲が記載されている． 

〇ベトナム国内の海港（Sea port）の新規建設および改良が適用範

囲とされている． 

2 References （関連基準） ●本基準の参照基準が記載されている． 

〇ベトナム国内の関連基準に加えて，以下の海外基準が記載されて

いる． 

・日本基準（OCDI2002，OCDI2009）（英訳版） 

・「港湾の施設の技術上の基準・同解説」(2018) 

・BS EN 15237 : 2007 Execution of special geotechnical works – 

vertical drainage 

3 Terms, definitions and abbreviation 

（用語、定義、略称） 

●本基準で利用される主要用語と定義が記載されている． 

 

4 General requirements（一般規定）   

5 Replacement Method（置換工法） ●置換工法の基本事項が記載されている． 

〇置換工法に関する照査事項は，以下のとおり． 

 ・斜面安定，沈下，置換材の液状化可能性 

〇置換材に関する主要規定は，以下のとおり． 

 ・細粒分含有率 15%以下． 

6 Deep Mixing Method（深層混合処理工法） ●深層混合処理工法の改良工法の概要および設計法が記載されて

いる． 

6.1. General（総論） 〇当該工法の適用対象が規定されている． 

ブロック式改良，壁式改良 

〇当該工法の適用に関する以下の規定が記載されている． 

  最低改良厚は 3m，など 

6.2. Typical improvement pattern 

（典型的な改良パターン） 

〇当該工法の典型的な改良パターンが記載されている． 

 (1)柱状改良 

 (2)ブロック式改良 

 (3)壁式改良 

 (4)格子状改良 

6.3. Design（設計） 〇当該工法の設計に関して，以下の記載がなされている． 

 ・改良パターンの選択 

・設計の基本 

 ・設計手順 

 ・外力 

 ・設計震度 

 ・改良体の外的安定照査 

 ・改良体の内的安定照査 

 ・改良体の強度設定 

 ・抜け出し照査（壁式改良の場合） 

 ・円弧すべり照査 

 ・圧密沈下（浮き式改良の場合） 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討(その４) 
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※設計方法，照査式および部分係数は，日本基準（「港湾の施設の

技術上の基準・同解説（2018 年）」が適用されている． 

7 Sand Compaction Pile Method 

（サンドコンパクションパイル工法） 

●SCP 工法の概要および設計法が記載されている． 

7.1 Introduction（はじめに） 〇当該工法の適用対象が規定されている． 

粘性土および砂質土 

〇当該工法の改良目的が記載されている． 

 ・地盤の支持力や安定性の向上 

 ・地盤沈下の抑制 

 ・受働土圧抵抗の増加，または主働土圧の低減 

 ・液状化対策 

7.2 Design procedures for clay ground 

（粘性土地盤のための設計手順） 

〇当該工法を粘性土地盤に適用する際の設計手順が記載されてい

る． 

〇当該工法の設計に関して，以下の記載がなされている． 

 ・概要 

 ・改良目的と適用：主に，重力式の防波堤・岸壁・堤防等 

 ・地盤支持力や安定性向上のための設計手順 

  （置換率は，0.3～0.8 を対象） 

 ・SCP で改良された地盤の円弧すべり照査 

 

 ・地盤沈下量低減のための設計手順 

  （置換率は，0.3 程度を対象） 

 

 ・受働土圧抵抗増加・主働土圧低減のための設計手順 

 改良範囲の設定 

・地盤改良材（砂） 

 ・SCP 改良時の地盤盛り上がり 

 

※地盤支持力や安定性向上のための，設計方法，照査式および部分

係数は，日本基準（「港湾の施設の技術上の基準・同解説（2018

年）」が適用されている． 

 

7.3 Design procedures for sandy ground 

（砂地盤のための設計手順） 

〇当該工法を砂地盤に適用する際の設計手順が記載されている． 

〇当該工法の設計に関して，以下の記載がなされている． 

 ・概要 

 ・改良目的：主に，液状化対策，支持力増加，地盤沈下抑制 

 ・液状化対策のための設計手順 

 ・支持力増加および地盤沈下抑制のたえの設計手順 

 

8 Vertical Drain Method 

（バーチカルドレーン工法） 

●バーチカルドレーン工法の概要および設計法が記載されている． 

8.1 Introduction 

（はじめに） 

〇当該工法の適用対象や概要が記載されている． 

 ・透水性が低く，圧縮性が高い粘性土を鉛直ドレーンと荷重増加

により改良する工法 

8.2 Design principle and procedure 

（設計原則および設計手順） 

〇当該工法の設計原則および設計手順・方法等が記載されている． 

 ・圧密沈下量の計算方法 

 ・ドレーン材の間隔の設定方法 

・載荷重の方法（上載盛土，真空圧密工法） 

 

※設計方法は，日本基準（「港湾の施設の技術上の基準・同解説

（2018 年）」が適用されている． 

8.3 Materials 

（材料） 

〇当該工法に利用するドレーン材に関する記載がなされている． 

・砂杭 

・プレファブリケートドレーン材（合成樹脂や不織布等） 

9 Pneumatic Flow Mixing Method 

（管中混合固化処理工法） 

●管中混合固化処理工法の概要および設計法が記載されている． 

9.1 Introduction 〇当該工法の適用対象や概要が記載されている． 
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（はじめに）  ・粘性土や浚渫土砂を管中混合固化処理により改良する工法 

9.2 Design principle and procedure 

（設計原則および設計手順） 

〇当該工法の設計原則および設計手順・方法等が記載されている． 

 ・設計原則 

 ・設計手順 

 ・改良体の必要強度の設定 

 ・改良体の固化前の土圧 

 ・改良体の固化後の土圧（静止土圧,主働土圧,地震時主働土圧） 

  ・擁壁背後の土圧（スライス法） 

 ・固化体（地盤）の支持力 

 ・固化に必要とされる地盤材料の体積設定 

 

9.3 Mixture design of stabilized soil 

（改良体の配合設計） 

〇改良体の配合設計に関して記載がなされている． 

 

References 

（参考文献） 

〇以下の文献が，参考文献として列挙されている． 

1. Masaki Kitazume, Masaaki Terashi : Deep Mixing Method; 

CRS Press, 2013. 

2. Masaki Kitazume : The Sand Compaction Pile Method; A.A. 

Balkema, 2005. 

3. Peter G. Nicholson : Improvement and Ground Modification 

Methods; Elsevier, 2015. 
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付録 G 今回調査した維持管理関係の法令、基準の詳細 

G-1 建設法（法律 No. 50/2014/QH13） 

 

この法律では、維持管理に関し、下記を実施する事を求めている。 

 

① 設計段階で、施設の供用年数、運用方法、維持管理方法を定める。 

② 施設の完成図書を、施設の供用期間中保持する。 

③ 施設の運用開始に先立ち、維持管理計画を作成し、承認を受ける。 

④ 基本的には、（設計）供用期間を過ぎた施設の使用は中止する。 

 

表-G.1 「建設法」の目次 

（維持管理該当部分） 

項 目 表 題 

第１章 総則 

第 5 条 施設の種類と等級 

第４章 施設のための調査設計 

第 80 条 基本設計完了後に実施される施設設計の主な内容 

第 88 条 建設工事書類の保管 

第６章 施設の施工 

第 124 条 工事受入前試験および工事引き渡しの管理 

第 125 条 施設に対する保証 

第 126 条 施設の維持管理 

第 127 条 施設の運用および使用の終了 

 

 

G-2 建設施設の品質管理と維持管理(政令 No. 46/2015/ND-CP) 

 

この法令では、維持管理に関し、「建設法」での維持管理に関する規定を、より具体化した内容となっ

ている。 

 

① 維持管理計画、維持管理手順を作成し、承認されること 

② 維持管理手順には、劣化予測と、施設の残供用期間の算定を含むこと 

③ 施設の年間維持管理計画を立てること 

④ 維持管理書類を提出し、保管すること 

⑤ 維持管理費の算定をすること 

 

表-G.2 「建設施設の品質管理と維持管理」の目次 

（維持管理該当部分） 

項 目 表 題 

第１章 総則 

第 3 条 用語の解釈 

第 3 章 建設構造設計書類の仕様 

第 21 条 工事構造設計図書の仕様 

第 5 章 建設工事の維持管理 

第 37 条  維持管理の順序 
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第 38 条  維持管理のプロセス 

第 39 条 維持管理計画 

第 40 条 維持管理の実施 

第 41 条 維持管理の品質管理 

第 42 条 維持管理の費用 

第 43 条 施設供用中の安全性及び運転の安全性の評価 

第 44 条 危険な施設の取扱い、使用中に安全性の確保に失敗した場合 

第 45 条 設計供用期間が経過したが更なる使用を必要とする施設の取扱 

 

なお、本政令では、モニタリング (Monitoring)と点検(Inspection)を明確に分けて、以下のように定義し

ており、ベトナムではモニタリング（Monitoring）を重要視していることが分かる。 

 

1) モニタリング (Monitoring) とは、時間経過に伴う建物の形状、変形、移動、その他の技術的

変数の変化を監視、測定、記録することです。 

2) 点検(Inspection) とは、施設の部材、部位、または建設物の品質または損傷の原因、価値、

有効期限、その他の技術的変数を、モニタリングと実験を通して計算と分析を組み合わせて

検査、評価することです。 
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G-3 港湾施設の維持管理に関する規定（通達 No. 52 / 2017 / TT-BGTVT） 

 

本通達は、運輸省（Ministry of Transport）によって出されたものであり、上記の法律（G-1）及び政令

（G-2）に沿って制定されたものであり、港湾施設の維持管理を実施する場合の遵守事項が規定されてい

る。以下に、本通達の目次を示した。 

表-G.3「港湾施設の維持管理に関する規定」の目次 

項 目 表 題 

第１章 総則 

第 1 条 規制の範囲と適用対象 

第 2 条 用語の解釈 

第 2 章 維持管理の責任と必要条件 

第 3 条 港湾施設の維持管理の手続き 

第 4 条 港湾施設の維持管理責任 

第 5 条 港湾施設の維持管理に関する要件 

第 6 条 港湾施設の維持のための書類 

第 3 章 港湾施設の維持管理計画の実施の作成・承認・実施組織策定 

第 7 条 運輸省管理の港湾施設の維持管理計画の作成、承認および実施 

第 8 条 省庁、支店、地方その他の組織及び個人が管理する港湾施設の

維持管理計画の作成、承認及び実施組織策定 

第 9 条 港湾施設の維持管理の費用 

第 4 章 港湾施設の維持管理の実施 

第 10 条 港湾施設の維持管理の実施 

第 11 条 運用時の港湾施設の監視(Monitoring） 

第 12 条 港湾施設運用時の安定性及び港湾作業の安全性評価 

第 13 条 港湾施設の状況 

第 14 条 港湾施設の維持管理 

第 5 章 不安全な港湾施設と設計供用期間を過ぎた港湾施設の取り扱い。 

第 15 条 危険性があり、運用の安全性が確保できない港湾施設の取り扱

い 

第 16 条 設計供用期間を過ぎていない港湾施設の残供用期間の決定 

第 17 条 設計供用期間を過ぎた港湾施設の今後の運用に関する規定 

第 6 章 港湾施設の維持管理に関する調査と報告の規制 

第 18 条 港湾施設の維持管理に関する検討 

第 19 条 港湾施設の維持管理に関する報告 

第 7 章 条件の施行 

第 20 条 施行 

第 21 条 実施責任 

付録   港湾施設の維持管理の報告に使用できる報告様式の事例 

 

G-4 海洋活動の管理に関するベトナム海洋規則の条項の詳細な規定 

(政令 No. 58 / 2017 / ND-CP) 

 

本政令は、海上交通に関して規定したものである。 

本政令の中では、桟橋／埠頭前面の水域を管理する組織は、下記を実施することが求められている。 

 

① 岸壁・桟橋前の水域及び専用水域につき、水深調査を定期的に行なう 

② 航路の深さを確保するため、設計基準に従って、航路の浚渫及び維持管理を実施する。 
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③ 航路標識を定期的に維持し、不具合がある場合には、タイムリーに航路標識器具を修理する 

 

表-G.4 「海洋活動の管理に関するベトナム海洋規則の条項の詳細な規定」の目次 

（維持管理該当部分） 

 

項 目 表 題 

第 2 章 港湾と航路の管理 

第 4 節 ベトナム領域内の海域、航路およびその他の構造物の管理および運用 

第 22 条 港湾の管理および運営に関する規則 

第 23 条 航路の管理および運用に関する規則 

第 3 章 航路標識および船員への注意の管理 

第 1 節 航路標識 

第 38 条 航路標識に関する一般規則 

第 42 条 航路標識の管理及び運営を担当する部署の責任 
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G-5 港湾施設の維持管理に関する技術基準（TCCS 04: 2014/CHHVN） 

 

港湾施設関連の維持管理の技術基準としては、運輸省（Ministry of Transport）より Technique Standard 

for Maintenance of the Port Facilities（TCCS 04: 2014/CHHVN）が 2014年に発行されている。これは、運

輸省基準であり、運輸省が管轄しているプロジェクトに適用されている。 

 

表-G.5 「港湾施設の維持管理に関する技術基準」の目次 

章 題 名 

1 適用範囲  

2 参考基準 

3 用語と定義 

4 港湾の施設の維持管理の一般原則 

5 維持管理の方法 

6 港湾施設の点検診断 

7 点検技術 

8 損傷／劣化予測 

9 補修 

Appendix 

A 構造物点検の報告様式 

B 港湾施設の鋼構造物の補修技術のガイドライン 

C 港湾施設のコンクリート構造物の補修技術 

D 鉄筋コンクリート構造物のコンクリート補修 

E コンクリートとモルタルの施工方法 
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